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総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 

原子力小委員会 革新炉ワーキンググループ 第１０回会合 

 

日時 令和７年１２月１１日（木） １０：００～１２：０４ 

場所 オンライン 

議題 次世代革新炉（高速炉及び高温ガス炉）の動向について 

 

１、開会 

 

○宮下原子力技術室長 

 皆様、おはようございます。時間になりましたので、ただいまより総合資源エネルギー調

査会原子力小委員会第10回革新炉ワーキンググループを開催したいと思います。原子力技

術室長の宮下でございます。よろしくお願いいたします。 

 委員及び専門委員の皆様におかれましては、お忙しいところ御出席いただきまして、誠に

ありがとうございます。本日の会議は、対面とオンラインのハイブリッド開催となっており

ます。また、本日の会議の模様はＹｏｕＴｕｂｅの経産省チャンネルでライブ配信させてい

ただきます。よろしくお願いいたします。資料は全て電子媒体化してｉＰａｄに入っており

ますけれども、使い方が分からなかったら、お手元に紙が用意してありますので、見ていた

だければと思います。 

 それでは、ここから斉藤座長に議事進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○斉藤座長 

 ありがとうございます。東京大学の斉藤です。本日はよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず初めに、事務局から本日の委員の出欠状況について報告をお願いします。 

○宮下原子力技術室長 

 ありがとうございます。 

 本日の会合につきましては、遠藤委員が欠席となっておりますが、定足数を満たしており

ますので、御報告させていただきます。よろしくお願いします。 

○斉藤座長 

 ありがとうございました。 



 -2- 

 続きまして、委員の御退任、御就任について報告させていただきます。専門委員でした、

電気事業連合会の大塚委員におかれましては、退任されまして、後任として電気事業連合会

原子力部長の岡田融様に交代されております。 

 それでは、岡田様、一言ご挨拶をお願いします。 

○岡田専門委員 

 ありがとうございます。今回から参加させていただくことになりました電気事業連合会

の岡田と申します。電気事業の観点から、いろいろとこのワーキングに貢献できればと思っ

ておりますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○斉藤座長 

 ありがとうございました。 

 

２、議事 

 

○斉藤座長 

 それでは、議事に移っていきたいと思います。 

 本日のワーキンググループでは、事務局より資料１について説明をいただいた後に、高速

炉及び高温ガス炉の実証炉プロジェクトを手がける日本原子力研究開発機構から開発状況

などについて資料を使って説明いただきます。 

 それでは、まず、事務局から説明をお願いいたします。 

○宮下原子力技術室長 

 ありがとうございます。前回開催した10月の会議では、軽水炉、小型軽水炉について議論

させていただきましたが、今回の会議は、高速炉、高温ガス炉についてテーマにして、実証

炉に向けた取組等を御紹介した後に、いろんなコメント、御意見をいただきたいなと思って

おります。本日の会議で研究開発の進捗などを説明した後、御議論いただいた後に、今回の

会議だけではなく、１月に予定されている革新炉ワーキンググループでも同じように、高速

炉、高温ガス炉について御議論いただきたいなと思っておりますので、全２回分使って、こ

の高速炉、高温ガス炉についての意見交換なり議論を進めていければと思っております。 

 それでは、説明に入らせていただきます。資料１、高速炉／高温ガス炉の国内外動向とい

う資料を御確認いただければと思います。 

 資料めくりまして、この資料ですけれども、２ページ目にあるように、高速炉の最新動向、

高温ガス炉の最新動向を、海外の状況も踏まえて御紹介させていただくという資料になっ
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ております。 

 ３ページ目をお開きください。まず、高速炉の最新動向について御説明させていただきま

す。高速炉実証炉開発事業ということで、常陽やもんじゅを経て技術的な成立性を確認して

きた高速炉につきましては、実用化への見通しを得るために、実証炉を開発するというプロ

ジェクトが進んでおります。2023年９月から始まっている事業であります。 

 左側、事業の概要ですけれども、実施者はＪＡＥＡさん、中核企業として三菱重工さんに

入っていただいて研究開発を進めているという体制になっております。その下に予算額、プ

ロジェクトの額、これまで1,700億円を超えるプロジェクトとなっておりまして、来年度、

令和８年度も570億円を超える額を要求させていただいているというビッグプロジェクト

になっております。 

 右側を見ていただきまして、研究開発については次のページで説明させていただきます

が、主な取組ということで、国際連携は、例えば、日米の間では2026年、来年度に予定され

ております燃料技術の検討に向けた、特に金属燃料に関する技術協力を進めております。ま

た、日仏は実証炉に関するＲ＆Ｄ、設計レビューの協力など、国際協力も進んでおります。

また、規制との共通理解の醸成ということで、２つ目のポツですけれども、原子力規制庁と

実証炉に関する技術的な意見交換を進めているということもプロジェクトとして始まって

おります。 

 次のページ、おめくりください。研究開発の全体像でございます。詳細はこの後、ＪＡＥ

Ａさんからプレゼンテーションしていただこうと思っておりますけれども、大きく青枠の

原子炉の周りと、緑枠に囲まれております燃料の周りということで研究開発が進んでいる

状況になっております。 

 例えば、原子炉についていえば、左上にありますとおり、原子炉設計・免震ということで、

今までもんじゅはループ型だったんですけれども、タンク型の設計成立性の確認、また、高

速炉特有の免震システムの開発等を実施しているところであります。 

 あと、冷却系・ナトリウム技術のところを見ていただければ、大型化・高性能化した主要

機器についての実証等もこの事業の中で行っております。 

 左下の部分、安全性向上のところは、例えば、真ん中のポツですけれども、動力を必要と

しない安全システムの開発など、Ｒ＆Ｄを進めているところであります。 

 燃料に関しても簡単に説明させていただきますと、右上の緑色の枠ですけれども、燃料の

研究開発・製造・サプライチェーンということで、例えば、来年度予定されておりますＭＯ
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Ｘ燃料・金属燃料の性能等の評価についてデータを収集しているところでございます。 

 右側の真ん中、照射のところですけれども、例えば、実証炉燃料の照射ということで、常

陽を今後、稼働していけば、実証炉燃料の照射ということも進めていきたいなと思っており

ます。 

 そのほか、右下の部分、高速炉の再処理ということで、例えばＭＡ分離・回収技術など、

今後の高速炉サイクルで必要となる技術開発を実施しているという状況であります。 

 次のページ、５ページ目を御覧ください。海外の動向を簡単に御説明させていただければ

と思います。フランス、アメリカ、中国、ロシアと並んでおりますけれども、例えばフラン

スでいえば、一番上のポツで、今、エネルギー政策ロードマップである第３次エネルギー多

年度計画というものがありまして、マクロン大統領が議長を務める原子力政策会議で、この

具体化を進めているという状況でございます。 

 その下のポツですけれども、2024年９月には、日仏政府間で高速炉開発に係る協力の合意

文書の改定・期間延長をしていて、実証炉開発について、フランスでの開発実績及び運転経

験を日本にも取り込んでいくというようなことになっております。 

 アメリカでございます。トランプ政権になって、今年の５月ですけれども、原子力に関す

る大統領令が４本公表されております。その中には、先進炉及び燃料製造ラインのパイロッ

トプログラムを開始するというものがありまして、オクロ社なり、その下にあるテラパワー

社について、政府への支援、プロジェクトが進んでいるという状況にあります。 

 また、2024年１月には、アルゴンヌ国立研究所・ＪＡＥＡ・電中研・ＭＨＩ・ＭＦＢＲの

間で、金属燃料に関する共同研究契約に合意をしていて、この契約に基づいて、金属燃料に

関する技術情報を受け取っていくという流れになっております。 

 ロシア、中国はそこに書いてあるとおりですけれども、それぞれ着実に実験炉、実証炉、

実用炉に向けて動いているという状況でございます。 

 続きまして、６ページであります。米国における高速炉開発の動向ということで、テラパ

ワー社の話、オクロ社の話を記載しております。民間の動きとして、このような炉の開発も

動いているということでございます。 

 テラパワー社のところを見ていただくと、３つ目のポツですけれども、米国のＮＲＣは、

建設許可申請の審査完了を当初の2026年６月から半年間前倒しをしまして、2025年末とし

ていたところなんですが、つい先日、12月１日付で同審査が完了したという状況になってお

りまして、プロジェクトが前に進んでいるという状況だと認識をしております。 
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 オクロ社については、３つ目のポツですけれども、2025年９月にアイダホ・ナショナル・

ラボラトリーのサイトで初号機の起工式を行っているということで、現在、建設運転一括許

可申請を行っておりまして、事前申請を行っていて、年内にも同許可の申請を予定している

という状況でございます。 

 以上、高速炉についての動向でございます。 

 ７ページ目以降、高温ガス炉の動向について御説明させていただきます。 

 まず、高温ガス炉実証炉開発事業ということで、８ページ目を御覧いただきますと、ＨＴ

ＴＲを通じて技術的な成立性を確認してきた高温ガス炉でありますけれども、ＨＴＴＲの

次のステップとして水素製造に挑戦するということと、また、その実用化の見通しを得るた

めに、実証炉開発事業を2023年８月から開始しております。 

 事業の概要、左側を見ていただきますと、こちらも実施者はＪＡＥＡ、三菱重工というこ

とで進んでおりまして、これまでの予算措置としては1,970億円、来年度概算要求も628億円

ということで、こちらもビッグプロジェクトとなっております。主な実証炉の仕様の３つ目

にありますとおり、ＨＴＴＲの改造によってカーボンフリー水素をつくっていくというこ

とにも取り組んでいるという状況でございます。 

 右側の主な取組内容ですけれども、国際連携については、日英連携による炉と燃料の研究

開発、こちらは国と国との間で進んでおります。また、規制との共通理解の醸成ということ

で、先ほど申し上げたＨＴＴＲでの水素製造試験に向けて、今年の３月ですけれども、ＪＡ

ＥＡから原子力規制委員会に対して原子炉の設置変更許可を申請しているところでありま

す。こちらは現在審査中となっております。 

 次のページ、９ページに行っていただきまして、研究開発の全体像でございます。 

 大きな項目としては、左上にあります原子炉と水素製造施設の接続ということで、先ほど

申し上げた水素製造施設と高温ガス炉をつなぐところの技術の確立をＲ＆Ｄとしてやって

おります。 

 また、その水素製造施設でどのように水素をつくっていくかということで、左側の真ん中

ですけれども、カーボンフリー水素製造の実証に向けて、こちらも研究開発を進めておりま

す。 

 また、右側を見ていただきますと、受動的冷却システムの研究開発や、実証炉に向けた炉

心の大型化に伴う各種の開発なり、原子炉実証炉に向けたＲ＆Ｄも進んでいるところでご

ざいます。 
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 右下、燃料のところを見ていただければ、被覆燃料粒子の製造技術や、高温ガス炉向けの

濃縮技術の確立など、そのようなフロントエンドの部分も実証しているという状況でござ

います。 

 続きまして、10ページでございます。高温ガス炉に関する茨城県からの要望ということで、

今年の６月に茨城県から発出された国に関する提案要望ということで、下の赤枠のところ

を見ていただければ、上のほうの矢印に書いてあるんですけれども、現在の研究開発体制・

成果・立地を最大限生かすことができるとともに、臨海部などに大きな水素需要が見込まれ

る茨城県内に実証炉を設置することと、そういう要望が茨城県から出ているところでござ

います。 

 同時に、一番下の矢印のところですけれども、実施主体及び設置場所の早期選定に向けた

議論を加速してほしいという要望も出ておりまして、国内からも、プロジェクトを進めてほ

しい立地場所について要望が出ているという状況でございます。 

 続きまして、11ページでございます。高温ガス炉の海外の動向でございます。イギリス、

アメリカ、ポーランド、中国と並んでおりますけれども、イギリスは一番上のところを見て

いただければ、水素製造、高温熱を供給ということで、2030年代初頭の高温ガス炉実証炉建

設を目指しているということでして、このプロジェクトに対して、ＪＡＥＡとイギリスの国

立原子力研究所がチームを組んでプロジェクトを進めているという状況でございます。 

 アメリカのところを見ていただければ、こちらは実際、民間として高温ガス炉の建設プロ

ジェクトが進んでおります。Ｘ－ｅｎｅｒｇｙ社が高温ガス炉の開発を進めておりまして、

２つ目のポツを見ていただきますと、2030年代初頭の運転開始を目指して、米国の化学メー

カーであるＤｏｗ社がテキサス州にＸ－ｅｎｅｒｇｙ社の高温ガス炉を建てるというプロ

ジェクトを進めております。こちらもＮＲＣの建設許可申請は既に行われておりまして、2

026年末までに審査が終わるというプロジェクトになっております。 

 ポーランドは、脱炭素化に向けた石炭火力の代替として高温ガス炉を想定しておりまし

て、ＪＡＥＡと協力して研究開発を進めているところでございます。その下、文科省－ポー

ランド間、あと経産省－ポーランドの政府の間で、二国間協力の強化を目的とした覚書が結

ばれていて、これに基づいて各種協力が進んでいるところでございます。 

 中国は、もう実際に実証炉が動いておりまして、実用炉の初号機についても2026年度に着

工し、2030年には動き出すという予定でプロジェクトが進んでおります。 

 次のページ、12ページであります。米国における高温ガス炉開発の動向ということで、先
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ほど御紹介させていただきましたＸ－ｅｎｅｒｇｙ社とＤｏｗ社のプロジェクトについて、

簡単に御説明させていただければと思います。 

 Ｄｏｗ社ですけれども、テキサス州に４基の高温ガス炉を入れる計画で、2030年代初頭の

運転開始を目指してプロジェクトが進んでおります。こちらは化学工場内の電源及び蒸気

製造設備の代替ということで建設が計画されているものとなっております。 

 プロジェクトとしては、アメリカのＤＯＥ、エネルギー省から総額3,750億円、25億ドル

の約50％の支援が出ているということで、これが大きな推進力になっているのではないか

と承知しております。 

 また、2025年３月にＮＲＣに建設許可を出していて、2026年には審査を完了させるという

状況になっております。 

 以上、資料１で高速炉、高温ガス炉の国内外の動向について御説明させていただきました。

この後、ＪＡＥＡのほうから高速炉プロジェクト、ガス炉プロジェクトについて、技術開発

の詳細な状況を説明いただくとともに、実際に技術開発以外に実証炉を建てていく、このプ

ロジェクトを前に進めていくためのポイントというか、論点についても御紹介いただくこ

とになっておりますので、この事実関係を理解、認識していただきながら、今日は御議論い

ただけるといいかなと思っております。以上でございます。 

○斉藤座長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、日本原子力研究開発機構の安藤高速炉サイクルプロジェクト推進室長から、

資料２について説明をお願いします。 

○安藤高速炉サイクルプロジェクト推進室長 

 おはようございます。日本原子力研究開発機構の高速炉サイクルプロジェクト推進室の

室長をしております安藤と申します。本日は、高速炉実証炉の開発状況について御説明さし

あげる機会をいただき、どうもありがとうございます。 

 本日のプレゼンでは、高速炉実証炉と燃料サイクル施設につきまして、設計、研究開発を

進めております状況について御説明しますとともに、今後の課題としてどういうものがあ

るかというところについて御紹介させていただきたいと思います。 

 次のページをお願いいたします。こちらのページは、これまでの経緯を簡単にまとめてお

ります。2022年12月に改訂されております高速炉開発の戦略ロードマップがございまして、

そこでは、2050年までに実証炉が運転開始されることが望ましいということで、今後の開発
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の作業計画が設定されてございます。下に書いてございますように、2023年夏に炉概念の仕

様を選定する。2024年から2028年度にかけては、実証炉の概念設計と研究開発を行う。今ま

さにこの段階にあるというところでございまして、今後のマイルストーンといたしまして、

2026年頃に燃料技術の具体的な検討、2028年頃に実証炉の基本設計・許認可手続への移行判

断をするという作業計画が定められているというものでございます。 

 それに従いまして、高速炉実証炉の概念設計対象となる炉概念と中核企業の選定が行わ

れてございます。ナトリウム冷却タンク型高速炉を概念設計の対象として選定しまして、中

核企業としては三菱重工業株式会社殿を選定しているところでございます。 

 また、概念設計段階における体制が示されておりまして、これを受けまして、原子力機構

に、研究開発を統合する組織として高速炉サイクルプロジェクト推進室が昨年７月に設定

されています。 

 また、実証炉の概念設計の基本仕様といたしまして、実用化へのスケールアップでの技術

的連続性を確保でき、大型炉・小型炉にも展開可能な60万ｋＷｅ級とすることが、2024年の

戦略ワーキングで定められているところでございます。 

 次のページをお願いします。このページでは、高速炉実証炉の開発状況といたしまして、

全体的な計画を御説明したいと思います。 

 １つ目のポツ、上に書いてございますけれども、これは先ほど申し上げたとおり、大型炉・

小型炉への展開が可能な600ＭＷｅ級のナトリウム冷却タンク型炉を対象として、今、設計

とＲ＆Ｄを進めているところでございます。 

 下に実証炉プラントの基本仕様というのが書いてございますけれども、炉型としてはナ

トリウム冷却タンク型高速炉、電気出力は600ＭＷｅ級、燃料方式というところに酸化物燃

料または金属燃料と２つ書いてございまして、今はこの酸化物燃料と金属燃料両方につい

ての検討を進めているところでございまして、こちらを来年度、2026年度頃に、どちらにす

るのかというところを比較評価したいと思っております。炉心出口温度については550℃、

原子炉建屋につきましては、３次元免震建屋または水平免震建屋を採用することによりま

して、安全性、信頼性を向上するということを図っているところでございます。 

 そういう基本仕様をまとめているというところと、右側に開発工程を書いてございます。

全体工程といたしましては、2024年から2028年までが概念設計の期間なんですけれども、こ

れを２つのフェーズに分けてございまして、2024年から2026年までは概念設計のフェーズ

１、2027年から2028年にかけてはフェーズ２といたしまして、左に設計と書いていまして、
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炉心設計から重要課題まで線が引いてありますけれども、こういうスケジュール感で、まず

フェーズ１については一巡の設計を行うということを考えています。2026年に燃料が比較

評価されますので、その結果を踏まえまして、かつ、その下に書いてございます研究開発の

結果もインプットしながら、反映しながら、概念設計のフェーズ２を行いまして、そこで概

念設計をきちっとまとめていくという全体的な工程でございます。 

 次のページをお願いします。こちらのページは、高速炉実証炉の開発状況としまして、概

念設計の例を御説明したいと思います。先ほど炉心設計からＢＯＰ設計まで幾つかの項目

が挙げられておりましたけれども、そのうち、まず系統設計につきましては、左側に図が描

いてございますが、これは原子炉容器の横から見た図になってございまして、１次主冷却系

の系統仕様を検討しているところでございます。概略系統図として左に描いてございます

けれども、右側のところに中間熱交換器：４基と書いてあります。これは１次系と２次系の

ナトリウムの熱交換をする熱交換器ですけれども、これを４基設定するだとか、左側に１次

系ポンプ：３基と書いてございます。こちらも１次系の冷却材を加圧するためのポンプで、

これを３基設定するということで、こういう１次主冷却系の概略系統図を整備していると

ころでございます。 

 右側は機器設計という観点で御説明しますが、主要機器の設計例といたしまして、原子炉

容器、中間熱交換器について図を示してございます。 

 原子炉容器につきましては、これは上から見た図になっていますが、直径が約16メートル

ということで、その中に炉心、燃料等交換のためのプラグ、１次系ポンプ、中間熱交換器を

配置しているというところも検討してございます。 

 右側、中間熱交換器でございまして、こちらは高さが約17メートル、径が約３メートルと

いう大きさの中間熱交換器について今、概念を構築しているところでございまして、その構

造健全性・製作性について、きちんと成立するのかというところを今検討しているところで

ございます。 

 次、お願いします。以上が設計のお話だったんですけれども、ここからは研究開発、Ｒ＆

Ｄの中身について御説明したいと思います。 

 この５ページに書いてございますのは、主にＪＡＥＡがやっております研究開発の内容

をお示ししております。ＪＡＥＡとしては、評価手法の整備、規格・基準の整備、研究開発

基盤の整備という、この３本柱でＲ＆Ｄを進めているところでございます。 

 まず、評価手法の整備といたしましては、左側に２つ書いてございまして、左上、安全性
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＋経済性：核・熱・構造の課題解決と書いてございますけれども、これまで核特性とか炉心

変形特性とか熱流動解析、これをばらばらに解析したものを連成させて評価するという手

法の開発であったり、左下に書いてありますもんじゅで得られた設計・建設知見を反映する

ということでデータベースを整理したりとか、評価技術を実験で検証するということでナ

トリウム試験とかということを進めてございます。 

 左下は、安全に関わるところですけれども、シビアアクシデント評価というもので、炉心

が損傷した場合の物質移行についての研究開発を進めています。真ん中に書いてあります

ように、シミュレーションコードというのをつくっているというところが１つありますの

と、さらにその評価精度を上げるため、左に書いてあるような試験研究も並行して進めてい

るというものでございます。 

 続きまして、規格・基準の整備という観点で申し上げますと、下のところに安全設計基準

というのが書いてございます。こちらにつきましては、高速炉の設計の特徴を反映した安全

設計基準をつくってございまして、ＩＡＥＡに御紹介し、審議していただきまして、基準化

をしているというところでございます。 

 右の真ん中のところ、構造・材料の規格・基準、維持規格と書いてございますけれども、

主に機械学会を中心に、構造・材料規格、維持規格について整理するために必要な技術的な

検討、あるいは実験によるデータの取得を進めております。 

 残る研究開発基盤の整備という観点では、上に実用炉向け燃料開発と書きまして、常陽に

よる炉心燃料材料の照射試験、右上に機器の性能・信頼性実証、設計評価手法の総合検証と

書いてございますけれども、ＡｔｈｅＮａと呼ばれる試験施設を用いた機器の総合試験を

考えているところでございます。こちらについては後ほどまた詳しく御説明します。 

 では、６ページをお願いします。こちらは高速炉実証炉のＲ＆Ｄ状況といたしまして、主

に中核企業であります三菱重工殿、ＭＦＢＲ殿で進めていただいているＲ＆Ｄの状況につ

いて御説明するページでございます。 

 左に表が描いてございます。主なＲ＆Ｄ項目例と書いてございますけれども、大型化する

ために必要なＲ＆Ｄ、安全性向上、信頼性向上、サプライチェーンを再構築するために必要

なＲ＆Ｄという観点で、必要なＲ＆Ｄ項目を抽出してございます。主に100項目程度のＲ＆

Ｄ項目が抽出されていまして、今、そのＲ＆Ｄ計画に従いまして、粛々と研究開発を進めて

いただいているという状況でございます。 

 右側がＲ＆Ｄ実施状況の例というふうに幾つか例示をさせていただいていますけれども、
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まず、左に書いてあるような316ＦＲ綱の材料強度試験であったり、右上に書いてあるのは

３次元免震システムの開発、右下に書いてあるのは316ＦＲ綱の伝熱管の試作試験も進めて

いるという状況でございまして、こちらについては順調に進捗しているところでございま

す。 

 次、お願いいたします。７ページに参りますと、こちらは先ほどちょっと御紹介いたしま

した、ＡｔｈｅＮａと呼ばれる大型ナトリウム試験施設の整備の状況について御説明して

おります。 

 １ポツ目に書いていますけど、ＡｔｈｅＮａは、高速炉実証炉の機器の技術実証に関して、

ＬＰガスの燃焼により原子炉における発熱を模擬しまして、冷却材であるナトリウムを用

いた試験研究を実施する施設ということでございまして、真ん中に図が描いてございます。

ＡｔｈｅＮａ完成予想系統図と書いてございます。全体的にボイラーで加熱をしながらナ

トリウムを回して、右に蒸気発生器の図が描いてございますけれども、その蒸気発生器のよ

うな大型機器を備えて、そこの試験をすることができる施設になってございます。 

 現在、ＡｔｈｅＮａにつきましては、施設の整備をしている状況なんですけれども、この

黄色で書いてあるところ、マザーループと書いているところ、ここについては既に整備済み

というところでございます。左のところにナトリウム加熱器（整備中）と青に書いてあると

ころについては、今まさに工事を進めているところでございまして、今後の計画では、その

上に描いてあるような加熱器のナトリウム系統であったり、試験ループについても整備し

ていくという状況になってございます。 

 上のポツの２つ目に書いてございますけれども、高速炉実証炉に採用予定のヘリカルコ

イル型蒸気発生器、これは下の図に書いてある蒸気発生器ですが、そういう性能を確認する

ための伝熱流動試験を今計画してございまして、そのための準備を進めているところでご

ざいます。 

 次、お願いいたします。８ページ、こちらは実用炉向けの燃料開発ということで、常陽を

使いました燃料の照射試験について説明しているものでございます。常陽及び実証炉にお

きまして燃料照射をすることによりまして、高速炉燃料の高燃焼度化、マイナーアクチニド

の含有燃料を段階的に実証していきたいと考えてございます。常陽につきましては、2026年

度中の再稼働を目指しまして、対応工事を進めております。再稼働後に実施予定の燃料照射

試験に向けた試験準備をしているところでございます。 

 下に描いてあるのは、左側が常陽の図になってございまして、右側に書いてあるのは、こ



 -12- 

れまで照射試験をやった例を示しているところで、上側は常陽における太径中空燃料の照

射挙動データ、下側はマイナーアクチニドを含んだＭＯＸ燃料の照射挙動データについて

を取得しているところでございます。 

 次、お願いいたします。以上が高速炉実証炉側の御説明だったわけですけれども、今後の

進め方といたしまして、１つ目のポツに書いてございますように、2026年頃に燃料技術の具

体的な検討ということで、酸化物燃料、金属燃料を選択していくための準備を進めていきた

いと思っています。 

 概念設計のフェーズ１、これは2026年度までですけれども、そこでは実証炉の初期概念、

設計方針・条件を暫定いたしまして、一巡の設計を行って成立性の見通しを得たいと。フェ

ーズ２、2027年から28年度につきましては、基本設計の仕様・条件及び研究開発計画を確定

するということで、実証炉の基本設計、許認可手続への移行判断が2028年度に予定されてい

ますけれども、それに向けて、開発目標にきちんと適合しているのか、許認可がきちんと通

るのかというところについて検討して整理をしていきたいと考えてございます。 

 次、10ページをお願いいたします。ここからは燃料サイクル施設の話に移りたいと思いま

す。このページでは、燃料サイクル施設の設計作業の状況といたしまして御説明しておりま

して、上の１つ目のポツに書いてございます。燃料技術の具体的な検討をする場合には、Ｍ

ＯＸ燃料と金属燃料のサイクル施設がどういう施設なのか、その施設がどういう性能を発

揮するのかというところを評価する必要がございます。その比較評価をするために、燃料サ

イクル施設の概念検討を2024年度から実施しているところでございます。具体的な中身と

しては、ＭＯＸ燃料、金属燃料ともに、燃料製造施設と再処理施設の概念を検討してござい

ます。概念を検討した上で、経済性、施設の設計成立性、廃棄物発生量、そういう燃料の選

択のために必要な情報となりますプラントレベルの各種性能を評価していきたいと考えて

ございます。 

 次のページをお願いします。こちら11ページは、ＭＯＸ燃料のサイクル技術の開発状況を

御説明しております。燃料技術の具体的な検討では、今、技術の成立性を見通すに当たって

どこがポイントになるか、どこが難しいのかというところに注力して研究開発を行ってい

るところで、今、この左側に燃料製造技術開発、右側に再処理技術開発のフローが描いてご

ざいますけれども、一連のいろいろな技術があると。 

 原液の溶液、Ｐｕ富化度調整から始まって、燃料集合体に至るまでの一連のプロセスと、

それを達成するために必要なセル内の遠隔保守、発熱対策、そういう技術開発項目がありま
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す。このうち四角で書いてあるところ、ここが燃料の技術の成立性を見通すために重要な研

究開発項目として今、研究開発を進めていくこととして、脱硝・転換・造粒、ダイ潤滑成型、

焼結・Ｏ／Ｍ調整、セル内遠隔保守、発熱対策、この項目について今研究開発を進めている

ところでございます。 

 右側、再処理技術開発でございます。再処理技術開発の一連のフローが描いてございます

けれども、ここも、今キーとなる技術としまして、抽出（コプロセッシング法）のところと

ＭＡ回収のところに注力しまして、研究開発を進めているところでございます。 

 図中、青四角と赤四角の色の違いがありますけれども、青四角で書いてあるところについ

ては、常陽ともんじゅの燃料製造技術、既に確立済みの技術でございますけれども、そこか

らさらに経済性を向上させるための高度化開発を進めていくということ。あと、赤で書いて

あるところについては、国内で工学規模試験までは既に実施されているんですけれども、そ

れ以外に必要な基盤的な技術開発、データ取得等をやっているというものでございます。 

 次、お願いします。金属燃料サイクル技術の開発状況になります。こちら金属燃料側の開

発状況なんですけれども、ＭＯＸと同様に、燃料技術の具体的な検討に必要なところに注力

してやっているところでございまして、左側が金属燃料の製造技術、右側が乾式再処理の技

術開発になります。 

 左側なんですけれども、燃料技術開発といたしましては、左側の軽水炉の使用済み燃料、

ＭＯＸ粉からウラン・プルトニウム合金を取り出すプロセス、右に書いてあるのは、ウラン・

プルトニウム合金からこの燃料集合体をつくるという一連のプロセスが描いてございます。

この中で現在進めておりますのは、この赤で書いてあるところ、ＭＯＸ粉からウラン・プル

トニウム合金をつくり出すプロセスの中の電解還元をするというプロセス、ここについて

研究開発を進めているところでございます。 

 右側は同じく乾式再処理技術の開発が書いてございまして、燃料集合体をせん断して、そ

れを電解精製して、廃棄物を処理するという一連のプロセスが描いてございます。ここにつ

きましても、現在やっているところについては、この赤でゼオライトカラムと書いてござい

ますけれども、電解精製から出てきたものをゼオライトカラムというものを通して廃棄物

を抽出するというプロセスなんですが、ここについて注力的に開発をしているところでご

ざいます。こちらもＭＯＸと同じく赤と青と紫という色分けがされてございますけれども、

青で書いてあるところにつきましては、国内で過去に工学規模試験まで実施しているとい

う形でございます。紫で書いてあるところにつきましては、米国で試験の実施例が既にある
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というところなんですけれども、別途国内で工学規模の試験実績がないものですから、やっ

ていく必要があるというものが色分けで示されてございます。 

 続きまして、13ページをお願いします。ここは今後の燃料サイクルに関する今後の進め方

が書いてございます。燃料サイクル分野につきましては、2026年に予定している燃料技術の

具体的な検討、ここに向けてしっかりやっていくというところがまず大事になっています。

性能比較に必要な情報の提示をするということが今、重要でして、そのために技術評価を進

めてございます。2026年に燃料選定がきちんとされた後には、採用された燃料技術を対象に、

2026年度までの開発内容に加えて、実際に今度は燃料製造施設あるいは再処理施設を造っ

ていくということになりますので、そのために必要な開発全体をやっていくということを

考えております。特に、燃料製造設備に関しましては、早めに造る必要がございますので、

2027年度から施設の概念設計に着手したいと考えてございます。 

 その下に表が描いてございます。2026年度までの開発項目については、先ほど御説明した

とおり、①から③、①、②と書いてございます技術を開発してございますが、2027年度以降

につきましては、新たに、燃料製造においては④、⑤、再処理については③から⑥に書いて

ある、実際に物をつくるために必要な技術をしっかり開発していく必要があると。 

 続きまして、14ページ、こちらは金属燃料の話になりますけれども、金属燃料につきまし

ては、米国の実験炉ＥＢＲ－Ⅱの実績、燃料サイクル施設ＦＣＦの運転経験がありますので、

そこに基づいて技術的な見通しがあるかないかというのを判断していくと考えてございま

す。 

 一方、それを実際に国内で採用するということになりましたら、国内でもしっかり確認し

ていく必要がありますので、機器のモックアップを製作し、成立性等を国内で改めて確認し

ていく必要があると考えてございます。 

 同様に、下に表が描いてございますけれども、今左側に書いてあるような技術開発をやっ

ておりますけれども、2027年度以降は、燃料製造については②から④、燃料再処理について

も②から④に書いてあるような技術開発もしっかり進めていく必要があるという風に考え

ております。 

 続きまして、15ページ。こちらは高速炉とサイクル両方についてですけれども、国際協力、

特に二国間協力について御説明したページになってございます。日米、日仏、カザフとの協

力が書いてございますけれども、まず、左側に書いてある日米協力につきましては、米国が

高速炉サイクルで採用している金属燃料を中心とした協力を進めてございます。まず１つ
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目に書いてありますのは、先ほどエネ庁さんからも御紹介ありましたテラパワー社、そこと

もＭＯＵを結びまして、大型商用炉、常陽の照射とか金属燃料許認可とか、その辺について

の情報交換を進めていっております。 

 ２つ目、金属燃料等に関する共同研究、これはＣＲＡＤＡと呼ばれる共同研究ですけれど

も、米国の金属燃料、サイクル技術の導入について情報を得たりしております。 

 その下、シビアアクシデントに関しましても、ＣＲＡＤＡ協力というのをやってございま

して、金属燃料の溶融燃料について試験をやるということをやっております。 

 ４点目につきましては、ＣＮワーキングというのが書いてあります。これは日米民生用原

子力研究開発ワークショップというものでございますけれども、その中で金属燃料、乾式再

処理、評価手法開発、材料開発を進めているものでございます。 

 右上に行きまして、こちらはフランスとの協力になります。フランスは、タンク型炉及び

ＭＯＸ燃料についての協力を進めておりまして、Ｒ＆Ｄ取決めと設計取決め、２つの取決め

を結んでございます。まず、Ｒ＆Ｄ取決めにつきましては、ＭＯＸ燃料及びタンク型炉に関

連したＲ＆Ｄの協力、設計取決めにつきましては、仏国の先行炉、フェニックスから出まし

たスーパーフェニックス、ラプソディー等の過去の設計経験をこちらの設計にも反映する

という観点で協力を進めているというところでございます。 

 最後、日カザフの協力ですけれども、カザフスタンが持っています試験用原子炉ＩＧＲで

実際にその燃料を溶かした試験というのをやってございまして、シビアアクシデント試験

というものを進めているところでございます。 

 以上が設計及び研究開発の状況でございます。 

 ここからは、16ページに参りますが、高速炉の社会実装に向けた課題について、幾つか御

紹介したいと思います。今16ページにお示ししている表につきましては、右上にも書いてい

ますけれども、令和６年10月に革新炉ワーキングでＪＡＥＡのほうから御提示した課題認

識でございまして、政策に関してはプロジェクトマネジメント上の課題、技術に関しまして

は技術的課題、基盤インフラ整備、人材技術につきましては人材技術伝承というレイヤーに

分けて課題を整理したものでございます。この真ん中に書いてある青の破線で囲っている

ところにつきましては、ここまでのプレゼンの中で御説明した内容になってございまして、

ここからは赤で書いてあるところについて、特に主体、規制についての御説明をしたいと思

ってございます。 

 次のページをお願いいたします。17ページですが、これは実施主体について、これまでな
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された議論を整理したページになってございます。 

 一番上のポツに書いてございますのは、原子力機構の研究開発力と電気事業者のプロジ

ェクトマネジメント能力を結集した司令塔組織の機能を特定する必要がありますよねとい

うのが、2022年12月の戦略ロードマップに書かれています。その上で、体制をどうしましょ

うという検討がされまして、概念設計段階では、プロジェクト全体のマネジメント機能は引

き続き政府、高速炉開発会議戦略ワーキングが司令塔としての機能を担いましょうと。一方

で、研究開発統合機能を担う研究開発統合組織は原子力機構に設置しましょうということ

が2024年６月に決まりまして、昨年の７月、高速炉サイクルプロジェクト推進室が原子力機

構にできたという経緯がございます。 

 今後なんですけれども、その実用化の見通しが明確になるステップ３以降は、この開発の

司令塔組織は事業運営体制に機能を引き継いでいくということも戦略ロードマップに書か

れておりますし、サイクル技術につきましては、研究開発のために大量のプルトニウムを扱

うホット試験が必要になるので、民間が主体的に開発を進めるのはかなり難しいだろうと

いうことで、当面は、原子力機構がステークホルダーとの連携を図りつつ開発の中心的役割

を果たすことが求められるということも戦略ロードマップに書かれているところでござい

ます。 

 というところでございまして、今後、実証炉、燃料サイクル施設をどの主体が開発してい

くのかというところについては、この議論を踏まえて検討していく必要があると考えてご

ざいます。 

 続きまして、18ページに参ります。高速炉安全規制の予見性についてでございます。202

8年頃に実証炉の基本設計・許認可手続への移行判断を行いますということでございますけ

れども、それに向けては、やはりその規制の予見性を高めていくことが必要と考えてござい

ます。高速炉の規制につきましては、研究開発段階発電用原子炉の関係規則が整備されてい

るわけですけれども、これにつきましては、2013年段階で原子力規制委員会のほうから、安

全審査を行うまでに改めて検討し基準を見直すという方針が示されているところでござい

まして、３つ目のポツですが、日本原子力学会の新型炉部会に次世代ナトリウム冷却高速炉

の安全設計評価方針検討会が設置されまして、高速炉の特徴を踏まえた、次世代ナトリウム

冷却高速炉の安全設計方針が検討されて策定されているところでございます。 

 それと並行いたしまして、原子力機構としても、これは2025年10月、つい最近のお話です

けれども、高速炉実証炉に関する原子力規制庁との面談による対話も開始してございます。
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内容は、下に３つブリットが書いてございますけれども、１つ目は、先ほど申し上げた原学

会でいただいている安全設計評価方針について、その考え方についても御説明していくと

いうことと、２つ目にブリット書いていますけれども、酸化物燃料と金属燃料炉心の採択手

順、免震技術、燃料の排出技術、そういうところについても検討状況について意見交換をし

てございます。今後も高速炉実証炉に関する技術情報について、継続的に意見交換を行うこ

とで合意してございまして、粛々と進めていきたいと思っております。 

 このように高速炉の安全規制についての予見性を高めていくということが必要になって

ございますけれども、最後のポツに書いているのは、革新軽水炉側で動いている状況を御紹

介しているというものでございまして、この革新軽水炉につきましても、原子力学会で次期

軽水炉の技術ワーキングで検討していただいた上で、原子力規制委員会と事業者が規制基

準に関する意見交換を既に開始しており、今１年程度の意見交換を想定してございます。こ

ちらはもう既に進んでいるというところでございまして、高速炉につきましても同じよう

なスキームで規制庁と話ができないかといったところも考えていきたいと考えてございま

す。 

 以上、課題２つ挙げてございますけれども、これら課題にしっかり取り組みながら、高速

炉開発を着実に進めてまいりたいと思ってございます。 

 説明は以上でございます。 

○斉藤座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、日本原子力研究開発機構の坂場高温ガス炉プロジェクト推進室長

より、資料３について御説明をお願いします。 

○坂場高温ガス炉プロジェクト推進室長 

 原子力機構の坂場と申します。私からは、高温ガス炉実証炉の開発状況としまして説明し

ます。 

 このスライド構成ですが、これまで茨城県大洗町にありますＨＴＴＲを通しまして、Ｒ＆

Ｄであったり、そういったことに関しまして、実証にどのようにつなげていくかという観点

でのスライドはＪＡＥＡから、さらに設計とＲ＆Ｄに関しましては中核企業であります三

菱重工さんのスライドが入っています。それぞれのスライドに関しましては、上部にクレジ

ットがありますので、そちらを御参照ください。 

 次のページをお願いします。説明の内容でございますけれども、まず、高温ガス炉実証炉
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の開発状況、次いで、課題として考えられることを入れております。 

 次のページをお願いします。御案内の方も大勢いらっしゃると思いますが、まずは高温ガ

ス炉の開発の歴史でございます。1960年代に開発を開始しまして、その後、Ｒ＆Ｄとしまし

て、右下にあるような研究開発施設、炉内のガスループ（ＯＧＬ－１）、これはＪＭＴＲを

元につくったヘリウムガスループでありますとか、ＶＨＴＲＣとしての臨界実験装置、大型

のヘリウムループのＨＥＮＤＥＬ、こういったものを用いながら基本設計、詳細設計を進め

てまいりまして、その後、建設を91年に開始し、98年には初臨界を達成しています。その後、

出力上昇試験を経まして、2004年には原子炉出口950℃の取り出しに成功しています。これ

は世界初とありますけれども、現時点でもなお950℃達成の実績を有しているのはＨＴＴＲ

だけということでございます。その後、850℃の連続30日運転でありますとか、950℃の連続

50日運転などを経まして、福島の事故が起こる前に、安全性実証試験としまして、これは後

で説明しますが、９ＭＷでの試験を実施しました。その後、福島以降、停止しまして、新規制

基準に対する対応を経まして、2021年に運転再開、その後、2022年と2024年に安全性実証試

験として、ステーションブラックアウトテストでありますとか、ＬＯＦＣ、冷却材喪失試験

といったものを実施いたしました。これらにつきましては、後で説明いたします。 

 次のページをお願いします。このＨＴＴＲの仕様でございますけれども、30ＭＷ、３万ｋ

Ｗの熱出力、冷却材としましてヘリウムガス、原子炉出口は950℃の取り出しに成功してい

ます。それから、炉心の構造材としては黒鉛ブロックといったものでございます。 

 次のページをお願いします。こちらは安全性実証試験を示したものでございます。この試

験で何を行ったかと申しますと、出力100％における運転中に原子炉を冷却する冷却材流量

を強制的にゼロにするという試験でございます。また、その間、通常こういった事故事象が

起きた場合には、制御棒が自動的に挿入され、スクラムされるわけですけれども、制御棒の

操作をしないということをしました。すなわち、止める、冷やす、閉じ込めるのうち、止め

る機能と冷やす機能を喪失させた試験でございます。 

 右側のグラフを御覧になってください。これは、上から流量、出力、温度を示しています。

時間ゼロでガス循環機の流量をゼロにしました。強制的にゼロにしていまして、その後、速

やかに下がってゼロの状態を維持し続けるということでございます。その間、出力の変動で

ございますけれども、流量のゼロに伴いまして、負の反応度フィードバックが入りまして、

出力は約15分ぐらいかけてほぼゼロになるところまで落ちます。その状態を維持した後に、

大体14時間ぐらいのところでちょっと上昇しているところが御覧になっていただけるかと
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思いますけれども、これは正の反応が入ることによりまして、一度臨界になります。その後、

正の反応が入ることによって温度が上がり、負の反応度フィードバックが入って落ちる。こ

ういった揺らぎを繰り返しながら静定していくというのが、これは物理現象のみで行われ

ましたところでございます。その間、燃料の温度、これは解析値でありますけれども、冷却

材流量の停止と同時に一度上がりますけれども、速やかに落ちていって低い状態で維持さ

れ続けるといったものでございます。すなわち、ＨＴＴＲ、高温ガス炉におきましては、事

故発生時に制御棒を挿入せずとも、冷却なくとも物理現象のみで、原子炉が自然に静定・冷

却されていることを確証したといった試験でございます。すなわちこれは、炉心溶融が起き

ない設計が成立するということであります。 

 こういった技術を今後、実証炉に生かしていくに当たりましては、ＨＴＴＲの延長線上の

技術を活用することによりまして、出力を大きくしない限り、上限600メガワットと言われ

ていますが、それ以下にする限りは、こういった固有の安全性が維持できるということでご

ざいます。 

 ＨＴＴＲの当初の目的は、原子炉技術、高温ガス炉の技術基盤の確立と熱利用試験技術の

確立とあったわけですが、これをもって原子炉・高温ガス炉の技術基盤の確立は、もう終え

たと考えています。 

 次のページをお願いします。５ページです。そういう意味で、高温ガス炉の技術成熟度と

いう観点で、上から、左側ですけれども、炉心燃料の技術、原子炉構造の技術、冷却系統の

技術、安全関連設備の技術、運転保守の技術、その他としまして、特に水素製造技術といっ

たことでＴＲＬを入れてございます。 

 一番下のカーボンフリー水素製造法に関しましては、この後出てきます水素製造法によ

る違いとしまして、５ないし６と考えているところでございます。 

 次のページをお願いします。開発のスケジュールでございます。この先、2050年のカーボ

ンニュートラルを目指しまして、いかに高温ガス炉を使っていくかということにおきまし

ても、特にＨＴＴＲを用いた水素製造試験、あるいはその後の実証炉の設計、何に使うかと

いうことは、結局蒸気を使うのか、水素を使うのか、熱をそのまま使うのか、エンドユーザ

ーリクワイアメントに対しまして、何をどのようにするかということはこの先の議論にな

ってくるわけでございますけれども、まずここで１つ挙げてございますのは、一番下の線、

Ｓｕｐｅｒ Ｃｏｕｒｃｅ50とあります。こちらは製鉄業界でございまして、現在、直接水

素還元製鉄といったプログラムが進められてございます。ここでは大量の安定した水素が
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用いられるということでございまして、特に高温ガス炉の熱を使って大量の水素をつくる

ということで、直接水素を供給していくということが一つのカーボンニュートラルに向け

た構想となってございます。 

 そういう意味で、このプログラムと上手にリンクさせながら実証炉の開発を進めてまい

りたいと思っているところでございますけれども、特に一番上のＨＴＴＲ－熱利用試験、こ

の後で説明申し上げますが、ＨＴＴＲを用いた水素製造試験におきましては、許認可を経て、

水素製造を2028年以降で可能な限り早く達成して、その技術をさらにＳｕｐｅｒ Ｃｏｕ

ｒｃｅ50などの要素技術開発、実証試験といったところに活かしていきたいと考えている

ところでございます。 

 次のページに参ります。そういう意味で、開発状況の課題としまして、原子炉技術の確立

としまして、炉心、大型化に伴う炉心構成、あるいは設備、燃料、安全基準、構造規格とい

ったもの、それから熱利用技術の確立としまして、接続技術、水素製造技術といったものが

ございます。これら個々の開発状況に関しまして、次のページから詳しく説明申し上げます。 

 ８ページをお願いします。こちらはＨＴＴＲ－熱利用試験、すなわちＨＴＴＲを用いた水

素製造試験でございます。内容としましては、世界最高温度、950℃を記録したＨＴＴＲを

活用し、高温ガス炉と水素製造技術の接続に係る安全設計、安全評価技術を確立していきた

いと考えています。そのために必要な機器、システム設計技術を確立するということも必要

になります。 

 右側の試験のイメージでございますが、ＨＴＴＲから配管を引き出しまして、ここは改造

することになります、それを左にあります水素製造施設につなげていく、すなわち直接配管

でつないで水素を製造するということでございます。絵の中では水蒸気改質器と書いてお

りますが、水素製造側に技術開発要素を求めたくないために、まずは水蒸気改質器、炭酸ガ

スを出しますけれども、これをつなげます。期間的に間に合ってくれば、カーボンフリー水

素製造技術を最初につなげるということもあり得ます。ＨＴＴＲを用いた試験としまして

は、まず、水蒸気改質器で許認可を取りまして、その後に速やかにカーボンフリーにつなげ

たいと考えています。 

 試験スケジュールでございますけれども、緑の線が安全設計・安全評価、許認可を示して

います。青い線が設計、それから据付け等を示しています。緑の線でございますけれども、

今年の３月27日に規制委員会に対しまして設置変更許可申請をいたしました。その後、後で

説明しますが、法令の適用部分の議論を経まして、９月に補正申請を行っています。可能で
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あれば、2026年中に許認可、設工認含め取得すると考えていたところでございますけれども、

これはこの先の議論の中でどのようになっていくかということで、規制委員会との審査の

過程で決まっていくものでございます。できれば2028年には一発目の水素製造を開始した

いと考えてございまして、グリーン成長戦略におきましては、2030年までに原子炉施設と水

素製造施設の接続技術を確立するとございますので、可能な限り早期に接続しまして、過渡

変化等の試験等を経て技術を確立していきたいと考えてございます。 

 次のページをお願いします。９ページ、課題でございますけれども、こういったシステム

をつくるに当たりましては、左側でありますが、高温隔離弁、高温配管、ヘリウム循環機と

いった新たな開発が必要でございます。高温隔離弁におきましては、過去にＲ＆Ｄ、モック

アップ施設を作ったことがございますけれども、新たに、特にヘリウムガスは非常に漏えい

しやすい気体でございますので、シール等のリークがどの程度しっかり抑えられるか、シー

ル性能の確証といった開発が必要となってまいります。 

 それから、システム全体としましては、プラント全体設計、あるいは安全設計、これは新

規制基準の対応としての規制の適合性評価を含みますが、こういったものがこの接続技術

の確立ということで必要な課題となってまいります。 

 次のページをお願いします。こちらは規制委員会との議論を通しました、その過程の状況

でございます。まず、法令をどこまで、炉規法、原子炉等規制法を適用するのか、あるいは

特に一般産業法規としまして、高圧ガス保安法をどこまで適用するのかということを議論

してまいりました。 

 まず赤い線、炉規法の部分でありますけれども、原子炉が安全に停止し、その状態を維持

するために必要な設備としまして赤い点線部分、それから一般産業法規としまして、原子炉

の安全な停止やその状態の維持に必要のない設備としまして緑の点線部分としまして、現

状、補正以降はこういった議論を示してございます。当初３月27日の段階では、この左側の

下にありますポンチ絵の左から原子炉、中間熱交換器、水素製造装置、水蒸気改質器、それ

から、それ以外の施設で分類しているわけでございますけれども、運転中、ＨＴＴＲをいか

なる状況においても運転を維持させるという観点で、水蒸気改質器の出口側の遮断弁の後

で区切っていたわけでございますが、規制委員会から、ＨＴＴＲはスクラムしてよいという

判断を得られましたので、左側の中間熱交換器出口のあります原子炉建家隔離弁を境界と

するということを両者で認めました。審査に関しましては、この先になりますので、これが

成立するかどうかというのはそれ次第になります。 
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 これの非常に大きなポイントとしましては、将来、水素製造装置側に関しましては、一般

産業界が入っていくことを想定するわけでありますけれども、こういった運転に関しまし

ては炉規法を適用させないということで、一般産業界の参入に対する障壁を大きく低くす

ることができるだろうと考えてございます。したがいまして、この先、規制庁との間におき

まして、これを成立させていくということが非常に大きなポイントになってくるわけでご

ざいます。 

 次のページに参ります。11ページです。高温ガス炉の実証炉の開発状況でございます。左

側、プラントの基本仕様でございますけれども、出力は200メガワット、炉心としましては

ピンインブロック型、原子炉出口温度としましては、経済性等々を考慮しまして950℃では

なく900℃といたしてございます。水素製造方法としましては、水蒸気改質器、あるいはカ

ーボンフリー水素製造法ということになります。 

 全体の開発工程でございますけれども、現在、概念設計を進めています。設計、それから

研究開発を並行してございまして、特に研究開発という観点では、モックアップ試験としま

して、ヘリウム循環機、高温隔離弁等を行っています。また、サプライチェーンの再構築を

含めまして、材料データの取得、すなわち高温クリープ強度データの取得等を進めていると

ころでございます。特に設計に関しましては、現状、立地箇所が決まっていないわけでござ

いまして、基準地震動、あるいは気象条件等は、それぞれ厳しいところを想定した仮置きと

して進めているところでございます。これらを定めまして、2027年以降の基本設計に臨んで

いくわけでございますけれども、可能な限り早期に立地を決めることによりまして、そうい

った試験、設計を行うための、それぞれのパラメーターを設定するということが、この先重

要になってまいるところでございます。 

 12ページに移ります。続きまして、ＨＴＴＲからの大型化に伴いまして、幾つか構成機器

が大型化されます。特に中間熱交換器、水素製造に関しては極めて重要な設備になってくる

わけでございますけれども、これは２ループ化、形式としては１ループ化、１ループであり

ますけれども、２ループ化といったものの検討、あるいは構造健全性、製作性、検査性、機

器輸送性等の観点におきまして評価を進めました。おおむね成立性が見通せるという段階

まで来ているところでございます。 

 13ページに参ります。開発状況としましては、大型化、設計寿命の延長、追加設備、サプ

ライチェーンの構築という観点におきましては、特にスタンドパイプの製作性の検証であ

りますとか、材料としまして、高温材料とかのクリープ試験、こういったものが長期間のデ
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ータが必要になってくるわけでございますけれども、こういったものを随時進めていると

いう状況でございます。 

 次のページに参ります。次に、カーボンフリー水素製造装置に関しますフィージビリティ

ースタディーでございますけれども、まずは、水蒸気改質器、炭酸ガスを出しますけれども、

を、つなげると申しましたが、その先のカーボンフリー水素製造装置の開発も並行して進め

ているところでございます。こちらはＳＯＥＣとメタン熱分解を書いてございますけれど

も、それぞれスケールアップ、あるいは特にＳＯＥＣに関しましては、高温ガスに特化した

ような高温アシスト型の装置をつくるといったことを進めてまいってございます。こうい

ったものの中から、現在、ＦＳとしまして、何が高温ガス炉にとって最も適切なカーボンフ

リー水素製造設備かといった検討もしておりまして、ＳＯＥＣ、あるいはメタン熱分解が候

補になっているところでございます。 

 次のページが、原子力機構におきまして、熱化学法としましてＩＳ法を開発してきたわけ

でございますけれども、こちらもカーボンフリー水素製造法としまして、水から高温ガスの

熱だけで、ヨウ素とそれから硫酸を循環させることによって、水素と酸素を出すというシス

テムでございます。 

 一方で、材料的な課題に関しましてはおおむね解決の方法は見いだしてきたものであり

ますが、長期間の連続運転という観点では、ある意味、化学成分、すなわちヨウ素、それか

ら硫酸系の、ケミカルのある一定のバンド幅に長期間収めなければいけないのですが、ここ

まで、そういう長い化学反応の中で徐々に変わってくるといったところも、克服するのがな

かなか大変でございまして、恐らく2050年には間に合ってこないだろうということで、熱化

学法のＲ＆Ｄは、将来のスケールアップに魅力があるので継続しますけれども、前ページで

説明しましたとおり、ＳＯＥＣ、メタン熱分解が、恐らく高温ガス炉の中では最有力の候補

になってくるのではないかと現状では考えてございます。 

 次のページに参ります。16ページです。燃料の開発に関するものでございます。まず、Ｈ

ＴＴＲにおきましては、今現在、１次燃料が入っています。２次燃料も製造してございます

けれども、当初、原燃工でつくりました高温ガスの燃料は２次燃料を最後としまして、それ

以降は製造されてございません。したがいまして、その製造能力、あるいはノウハウの維持

が課題と。これはサプライチェーンの維持という観点で最も重要なポイントになってくる

ところでございます。 

 それから、技術維持の一環としまして、これまでの技術は、まずはＪＡＥＡに対しまして、
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原燃工から技術を移管するということで合意してございます。 

 並行しまして、将来の実証炉の燃料をどこから調達するかという観点で、そのオプション

の一つとしまして、イギリスを考えてまいりました。燃料製造工程のプログラムは、イギリ

スのプログラムでありますけれども、その中で、今回、ＧＸの下でのトレーニングを実施し

まして、先方からＵＫＮＮＬ、これはイギリスの国研でございます。それからウェスティン

グハウスが親会社でありますスプリングフィールズから技術員を呼びまして、技術の移管

のトレーニングを行ったということでございます。 

 そういう意味で、国内で燃料を維持させていくのか、あるいは海外からの調達オプション

も考えていくのかということは極めて重要でございまして、そういう意味で、国内の燃料と

いう観点では、この先実証炉、さらにその先の実用炉を考えますと、サプライチェーンとし

ましては、いかにそのプログラムが続いていくものかということが非常に重要なポイント

だと聞いてございますので、実証だけではなくて、その先の、2050年の脱炭素に向けた実用

化に向けてどういったステップを踏まえていくのかといった議論も、この先必要になって

くるということでございます。 

 次のページに参ります。17ページです。規格・基準の整備であります。大洗にありますＨ

ＴＴＲに関しましては、旧科技庁の内規としまして、高温材料、あるいは黒鉛等々の規格を

用いてまいりました。まず、安全基準という観点におきましては、高温ガス炉は、冒頭申し

ましたとおり、極めて安全性が高く、この先、ＰＡＺ、ＵＰＺ等、非常時の避難区域を縮小

できるということは期待できます。そういう意味で、原子力学会の下に研究専門委員会、あ

るいは日本機械学会の下にタスクを立ち上げまして、原子力委員会の中では、高温ガス炉が

有する安全上の性能の立証という観点で、特に論点の①でありますけれども、著しい炉心損

傷の実質排除は可能かといった議論を進めているところでございます。当初は規制委員会

が将来つくるであろう規格・基準という策定を目指そうとしていたわけでございますけれ

ども、委員会としましては、この先耐え得る、十分エビデンスで活用できる技術が、エビデ

ンスそのものがそろっているのかという観点での議論を進めています。日本原子力学会の

中にＪＡＥＡ、大学、産業界から委員として入っていただきまして、公開報告書として取り

まとめるという作業を進めています。これは全３年のうちの３年目まで進んでまいりまし

た。その後、規制庁との意見交換を踏まえて、規格・基準を策定し、実証炉の許認可対応に

活かしていきたいというふうに考えています。 

 一方、機械学会に関しましては、特に高温材料、黒鉛材料といった観点での規格化、オー
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ソライズを経てガイドラインをつくって、あるいは事例規格を作成して、実証炉、あるいは

許認可に対応していきたいということを考えて、進めてまいっているところでございます。

こちら、機械学会も全３年の計画のうちの、今年は３年目に入っているところでございます。 

 次のページに参ります。イギリスとの連携でございます。イギリスも我が国と同様に、特

に脱炭素が困難な、産業界の脱炭素をどのように図っていくかという観点で、高温ガス炉に

注目してございました。昨今は政権が替わりまして、一部プログラムが大分変わっていると

ころがあるのでございますけれども、このプログラム自身が、前政権が始まった段階におき

ましては、革新炉としまして高温ガス炉を選択し、2030年代初頭の実証炉の運転開始を目指

しまして、イングランドの北東部にありますハートルプールという町、ここは工業地帯、コ

ンビナートになっているわけでございますが、そこにＡＧＲ、炭酸ガス冷却炉がある横に高

温ガス炉を造って、蒸気、あるいは水素を供給することによって脱炭素を図るということを

目指しておりました。特に、この地域、原子炉施設が長年ございまして、パブリックアクセ

プタンスという観点で、70％以上の住民が賛成派であるということから、世界的にも最も早

く工業地域の脱炭素に原子炉施設が使われるのではないかと考えられているところでござ

います。そこの中で、ＪＡＥＡは、先方の国研でありますＵＫＮＮＬとチームを組みまして、

イギリスの競争的資金を獲得し、フェーズＡ、Ｂと進めてまいりました。あるいは、燃料に

関しましてフェーズＡ、それから、プログラムが変わってステップ１という形で、これまで

進めてまいりました。現在、下の棒グラフでありますけれども、フェーズＢが今年の12月、

今月に終わると。あるいは来月かという話も聞こえくるんですけど、間もなく終了します。

燃料に関しましては、先週の情報では、こちらは2026年３月まで延長されるということであ

りましたけれども、いずれにしましても、新しい政権に替わりまして、プログラムは方針が

転換されて、間もなく発表予定と聞いておりますが、次のプログラムの中でどのように民間

を中心にやっていくのかという議論が進められているところでございます。 

 原子力機構は、これまで、実証に関わる情報でありますとか燃料の技術を提供し、日本の

技術でイギリスで高温ガス炉を造り、その技術を日本に持ち帰ると。あるいは、イギリスの

中での規制基準の状況を参考にしながら日本の規制基準に活かすといったことを考えてま

いりましたが、この先もイギリスとの連携を図りながら、脱炭素をイギリスで実証させて我

が国に持ち帰り、その技術を日本の実証炉、あるいは実用炉に役立てていきたいと考えてい

るところでございます。 

 次のページに参ります。19ページです。中国の状況でございます。中国でございますが、
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中国は、まずは実験炉のＨＴＲ－10という10メガワット、それからこの絵にありますＨＴＲ

－ＰＭ（実証炉）、こちらは250メガワットサーマル２基１ユニットとして使っているもの、

それから、その先のＨＴＲ－ＰＭ600Ｓ、これは商用炉でございますが、ＨＴＲ－ＰＭ２基、

１ユニットをさらに掛ける３、合計６炉心を使って１ユニットとするといったプログラム

がございます。ＨＴＲ－10のときには、おおむねＨＴＴＲと同じようなタイミングで始まっ

たものの、やはり、福島以降の停止期間の中に、中国がずっと進めていましたＨＴＲ－ＰＭ

が、既に2021年の段階で送電網接続、2023年には商用運転も開始しているという状況でござ

います。 

 中国の場合は、原子炉出口温度は750度と低いために、まずは電力として使っているとい

う状況にございます。軽水炉との比較におきまして、蒸気タービンも使っていることがあり

ますので、軽水炉よりも効率が落ちると評価がなされておりまして、ＨＴＲ－ＰＭ600Ｓに

おきましては、蒸気をつくるということに主眼を置いています。この図の中で、ＰＷＲとＨ

ＴＲ－ＰＭ600Ｓを一緒につくりまして、軽水炉で蒸気をつくり、温度を上げる部分を、高

温ガス炉を使うというプログラムを進めておりまして、来年から建設着工ということを先

週のＩＡＥＡの会議で聞きまして、恐らくそのとおり進んでいくのはないかというふうに

考えられます。 

 20ページに参ります。こちらは、宮下室長からも御説明ありましたが、Ｘ－ｅｎｅｒｇｙ

がＤｏｗ Ｃｈｅｍｉｃａｌと共に進めているものでございます。右下の中で、Ｄｏｗ Ｃｈ

ｅｍｉｃａｌは100％子会社のＬｏｎｇ Ｍｏｔｔ Ｅｎｅｒｇｙというものをつくりまし

て、ここが、実際には原子炉を造る、４炉心１ユニットという形で造っていきまして、蒸気

を供給して、脱炭素を図るといったプログラムがあります。Ｘ－ｅｎｅｒｇｙ自身はＡｍａ

ｚｏｎからの投資も得まして、さらにその先のプログラムを進めるということを発表して

いるところであります。４基の後の、それから12基等々を進めていることでございます。 

 次のページ、21ページですが、課題であります。 

 さらに22ページに参りまして、これは全体の課題という観点では、事業の予見性の確保、

あるいは立地の選定、事業主体の体制の確立ということになるわけでございますけれども、

規制基準、それから燃料サプライチェーンの構築、立地という観点では、これは宮下室長か

らございましたとおり、茨城県が実証炉の誘致を中央要望の中に記載したといったことが

ありますので、その中で、茨城県のどこに具体的に造っていくのかという議論、あるいは、

日本全体としてどう考えるのかといった議論が必要であるかと考えているところでござい
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ます。民間企業主体による事業モデルの構築というものも重要な観点になってまいります。 

 23ページです。そういう意味で、課題でございますけれども、現在、設計や研究開発は順

調に着手、執行している段階、社会実装につながる実証炉開発へとさらに発展させるために、

基本設計をさらに本格化すべきとの基本設計、最終条件の確定に向けて、早期の実施主体、

あるいは設置場所の選定が必要であると。次に、海外で先行するプロジェクトの事例も踏ま

えますと、社会実装につながる実証事業のさらなる発展には技術以外の課題の特定と対応

が必要、規制見通し、その他の事業との差異、水素社会の動向。実証炉規模の原子炉の許認

可対応や建設、運転、保守管理に対応するには、現在、高温ガス炉プロジェクトに係る人員

に加えまして、ＪＡＥＡ内外からの追加の人的リソースの確保が必要であるということで

す。 

 24ページです。国内外の事例としましては、Ｄｏｗ Ｃｈｅｍｉｃａｌの話、それから、

ＮＲＣに関しましては、特にＸ－ｅｎｅｒｇｙとの間でスケーラブルな緊急時区域設定の

議論を進めておりまして、現在、400メートルとするといった評価がＮＲＣの中で進められ

ているところでございます。最後ですが、革新軽水炉に関しまして、原子力学会の軽水炉の

技術ワーキンググループを経た上で、原子力規制委員会と事業者が規制基準に関し、意見交

換をしています。１年程度の意見交換を想定しているところでございます。 

 私からは以上になります。 

○斉藤座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、自由討論及び質疑応答に移らせていただきます。オンライン参加の方について

は、会議システムの手を挙げる機能にて発言表明をお願いいたします。順次、こちらから指

名させていただきます。また、会場におられる皆様については、ネームプレートを立ててい

ただきまして、こちらで当てさせていただくという形を取りたいと思います。また、会場の

皆様はマイクの御利用をお願いします。手元のボタンでオンオフを切り替えられます。指名

順については、事務局で整理を行ってもらいますが、若干前後する可能性もあるので御容赦

ください。時間が若干押しておりまして、できる限り多くの皆様に発言をいただきたいと思

いますので、大変恐縮ですが、１人３分をめどに発言をまとめていただけると幸いです。ま

た、時間があれば２巡目も考えたいと思います。 

 本日欠席の遠藤委員から頂戴した意見書については、資料配付及び後日ホームページ上

に掲載予定の議事録の中に内容を記載していきたいと思います。 
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 どうぞ。 

○宮下原子力技術室長 

 すみません、遠藤委員から、結局意見書は出てこなかったです。 

○斉藤座長 

 じゃ、意見書はないということですね。 

 それでは、御意見のほう、いかがでしょうか。 

○宮下原子力技術室長 

 あと、もう一点、事務局からなんですけれども、今日ＪＡＥＡさんから技術的なＲ＆Ｄの

進捗について丁寧に御説明いただいたんですけれども、各資料の最後のほうに、社会実装に

向けた、こういうことが課題なんだよというものも簡単にまとめてきていただいておりま

す。ロードマップの具体化に向けては、多分、この社会実装に向けた課題というものについ

て、ほかにもこういう観点があるんじゃないかとか、こういうものも大切にしたほうがいい

んじゃないかというところも御意見いただけると、１月に次の会議をやるときに、そのあた

りも中心に議論できていいかなと思っております。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○斉藤座長 

 宮下室長、ありがとうございました。 

 それでは、御意見のほう、いかがでしょうか。 

 それでは、澤委員、お願いします。 

○澤委員 

 すみません。今、ちょうどガス炉の話が終わったところなので、ちょっと流れがいいかと

思って、先にガス炉について３点、確認というかお願いがありまして、１つは茨城県のほう

で立地、誘致していただいているというのが非常にありがたいんですけれども、これ、多分、

御説明にもありましたけれども、具体化しないと、基準地震動も気象状況も全然決まらない

ので、実証炉計画をちゃんと進めるには、いつまでにやらなきゃならないかって、恐らくあ

ると思うんです。そのマイルストーンも明確にしないと、多分、スケジュールをつくれない

と思いますので、まず、それを明確にしていただきたいのが１点目です。 

 ２点目が、これもガス炉特有というか、ガス炉が厳しいと思うんですけど、実施主体が、

なかなか電力とかいうふうにはならないということで、今、御説明あったように、Ｘ－ｅｎ

ｅｒｇｙとＤｏｗとか、アメリカでは上手にその辺をやろうとしているので、日本は、これ
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も同じように、いつまでにこういう仕組みをつくらなきゃならないのか。これもやっぱりマ

イルストーンとして、やっぱりスケジュールに入れ込んでいただきたいと。あと、その方法

ですね、どういうふうにやっていくかというのも、やっていただきたいというのが２点目で

す。 

 ３番目、これもちょっと新しくなくて、既に出ているもので申し訳ないですけど、燃料サ

プライが、やっぱりイギリスを頼るのは危ないんじゃないかなとちょっと個人的には思っ

ていまして、やはりベースは国内に拠点をつくるべきだと最終的には思うんですけれども、

それも同じく、問題であるのは分かるんですけど、いつまでそれを決めてやっていかなきゃ

ならないかと。やっぱり、この３点とも、全てスケジュールに直結するものですので、そこ

を明確にしていただきたいというのがコメントです。 

 以上です。 

○斉藤座長 

 ありがとうございました。そのほか、いかがでしょうか。 

 松久保委員、お願いします。 

○松久保委員 

 ありがとうございます。 

 まず、このワーキングの目的について確認させていただきたいと思っています。原子力基

本法は、原子力の利用は「平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、

自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする」と

いう目的事項があったと思います。つまり、平和利用は原子力利用の大前提であり、ここを

外れた議論というのはあり得ないというふうに理解しているんですけれども、事務局にこ

の点、御見解を伺いたいと思います。 

 ２点目ですけれども、高速炉や高温ガス炉の実証開発事業について、今日の資料にもあり

ましたけど、高速炉で1,714億円、高温ガス炉で1,970億円、合わせて3,684億円と、支出が

かなり増えてきていると思います。ＧＸ基本方針には2025年度までに高温ガス炉、高速炉の

開発、研究開発設計等を実施して、その後、実証炉開発というスケジュールが示されていて、

10年間で１兆円という投資になっていたと思います。ＧＸの基本は官の資金によって民間

資金を促すというスキームだったと思います。ではですね、先ほどお話もあったとおりなん

ですけれども、民間投資がいつどのようなタイミングで検討するのかというところです。非

常に重要なことになってくるんだと思うんです。また、当然、官の資金は国民の税金です。
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もんじゅでは、損切りしないままずるずると投資をし続けた結果、２兆円を超える国費が投

資されてしまったということです。そういう意味では、官の投資というのはもう既に十二分

に投資したと正直私は思っているんですけれども、支出総額の見込みというのが示されな

いままに出し続けることに正当性があるのかということは、きちんと評価するべきじゃな

いかというふうに思います。 

 また、今日の資料にも経済性を含めて実用化の見通しを得るために実証炉開発事業を行

うということになっているわけですけれども、実証化段階に移る前に、どういった条件であ

ればその後に進むかということについてクライテリアをきちんと設けるべきだと思います。

その際、技術的成熟性というのはさることながら、高速炉や高温ガス炉、これも当然経済行

為である以上、サイクル全体を俯瞰した客観的な経済性評価というのは極めて重要になる

んじゃないかと思いますので、そのあたりもぜひ検討材料に加えていただきたいと思いま

す。 

 もう一点ですけれども、米国の原子力規制、今日、いろいろ御紹介いただきましたが、私

が理解しているところでは、推進側がかなりプレッシャーを加えて、規制当局の独立性を毀

損するような形で制度が改正されて、そういった中で規制の迅速化が行われていると思い

ます。日本では規制庁の独立性を毀損するような圧力を推進サイドがかけるようなことは

あってはならないというふうに思いますし、ぜひ、そのあたり御考慮いただければと思いま

す。 

 あと、この間、経産省、高速炉開発の意義として、有害度低減というのをすごく強調され

てきたと思います。ですが、今日は資料になかったんですけれども、高速炉の炉心設計では

増殖比が１を超える設計が目的とされていると思います。確か、1.3とか1.2とかぐらいまで

いけるとかという資料になっていたと思うんです。なので、ということは高速増殖炉を目指

されているんですかと。もしそうなのであれば、そういうふうにきちんと明示するべきだと

いうふうに思います。 

 最後にＪＡＥＡさんに質問です。再処理について、今日、御説明いただいたんですが、Ｍ

ＯＸは湿式再処理で、金属燃料は乾式再処理という２本立てでお考えなのかがちょっとよ

く分からなかったので、そのあたり教えていただければと思います。 

 もう１点、高温ガス炉での水素製造を行った場合、どの程度の製造コストになるというふ

うに想定されているのか、もし検討されているのであれば、感度分析も含めて行われている

のか、そのあたりを教えていただければと思います。 
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 以上になります。ありがとうございました。 

○斉藤座長 

 松久保委員、ありがとうございました。 

 そのほかはいかがでしょうか。オンラインの方も含めて。 

 それでは、まず、オンラインの黒﨑委員、お願いします。 

○黒﨑委員 

 斉藤先生、どうもありがとうございます。 

 私のほうから、３つコメントがあります。１つが、実施主体の話なんですけれども、実証

炉、高速炉、高温ガス炉ともに、実証の段階で、どういう形で実施主体を考えていくかとい

う話なんですけれども、実証炉段階ということと、あと、まだまだ不確実性が大きいところ

もありますので、やはり私はある程度国の関与というのが必要なんじゃないかなというふ

うに思っています。これが１つ目です。 

 ２つ目が燃料サプライチェーンの話でして、今は実証炉の話をしていますが、その前段階

の、例えばＨＴＴＲとか、あるいは常陽、これを動かしていくために必要な燃料のような話

もあります。そういった燃料サプライチェーンの構築というのは、実はかなり私は切羽詰ま

っているんじゃないかなというふうに思っていますので、炉システムの話はきちんとやる

にしても、燃料、あるいは燃料サイクルの話もきちんとやっていただきたいなと思っていま

す。これが２つ目です。 

 ３つ目がサイクル技術の話でして、これは特に高速炉のサイクル技術の話になります。さ

っき松久保委員が、酸化物、金属という意味合いでの話をされていましたが、どちらにする

にしろ、ＪＡＥＡの関与というのは非常に重要で、必須だと思っています。ただ、ＪＡＥＡ

がサイクル技術をきちんとできる、例えば人材とかあるいは環境というのがどこまで整っ

ているのかなというところは若干不安なところもありますし、今のうちにきちんとてこ入

れをして、手厚くサイクル技術を研究開発できるようにしていただければと思っています。 

 私のほうからは以上です。 

○斉藤座長 

 黒崎委員、ありがとうございました。 

 少し、ここからオンラインの先生方を御指名させていただきたいと思います。 

 続いて、永井委員、お願いします。 

○永井委員 
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 どうもありがとうございます。こんにちは、電中研の永井です。 

 私のほうからは、本日の発表を通じて、２点コメントさせていただきたいと思います。ま

ず、１点目ですけれど、資料２のスライド16に高速炉のプロジェクトマネジメント上の課題

についてです。司令塔組織の展開や安全規制の予見性についてはその後説明がありますが、

民間投資を呼び込む施策に関しては記載がありません。スライド17でも、研究開発のために

プルトニウムを使うなどから、民間が主体的に開発に取り組むのはハードルが高いと指摘

されています。現時点で目指しているのは実証炉の段階であることを考えると、なかなか民

間投資を呼び込むのは困難な状況にあると思うのですが、このあたりについて、具体的にど

のように民間投資を呼び込むのか、考えがあるようでしたら教えていただきたい。 

 ２点目は資料３のスライド22にある高温ガス炉の実施体制の確立についてです。民間企

業主導による事業モデルの構築と書かれていますが、高温ガス炉が経済性を持つには需要

家が求める価格で水素製造をすることが重要になります。参考までに、水素・燃料電池戦略

会議によると、パリティコストは製鉄のほうでノーマル立米当たり８円、化学部門で18.5円

となっています。高温ガス炉は高速炉のように放射性廃棄物の減容化や有害度の低減など、

サイクル政策にとって重要な役割があるわけではないことを考慮すると、社会実証につな

げるためには、需要家が求める価格での製造が重要になるため、技術以外の課題においても

目標値を設定して開発を進めていくことを望みます。 

 私のほうからは以上になります。 

○斉藤座長 

 永井委員、ありがとうございました。 

 それでは続きまして、オンラインの田村委員、お願いします。 

○田村委員 

 みずほ銀行、田村です。御説明くださいまして、ありがとうございます。 

 海外では原子力の機運が高まっておりますので、特に高速炉、高温ガス炉において、メー

カーを中心に民間企業の取組が加速していると、今日の資料で理解しております。 

 日本には常陽であったり、もんじゅ、ＨＴＴＲの経験ということで、技術的に一定程度の

先行した部分もあったのかもしれないですけれども、今後、海外でプロジェクトがどんどん

進んでいきますと、海外との技術提供であったり提携というのは大事ですけれども、日本に

おいてどうしていくのか、技術としてどうするのかという観点は必要かと思っております。 

 また、規制の話でございますが、ＪＡＥＡ様の資料でもありましたけれども、規制がどう
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なっていくのかというところは、進めていく上で論点になるということですので、あらかじ

め議論を進めていくということは必要かと思っております。海外でも規制の議論はいろい

ろあるのだと思っておりますので、それをそのまま日本にということでは当然ないかと思

っておりますけれども、日本の地理的な性質とかも踏まえながら、海外の規制も参考にしな

がら、どういうことがあり得るのかというふうに、効率的に議論が進んでいけばいいのかな

と思っております。 

 最後、感想ではありますけれども、アメリカにあった化学会社のＤｏｗさんの工場の中に

置くというような話というのは非常に、こちらとしてはそういう事例があるのだなと思い

ましたし、現状の中で、日本においてはそういうことは想定はされていないのかなというふ

うにも思いますけれども、それはどのようなニーズがあるのかということは考えていく必

要はあるのかなと思いました。 

 以上です。 

○斉藤座長 

 田村委員、ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、またオンラインになりますが、高木利恵子委員、お願いします。 

○高木（利）委員 

 議長、ありがとうございます。 

 御説明ありがとうございました。私、高木からは、２点ほどコメントさせていただきます。

まず、資料３のスライドの22ページのところ、先ほど、永井委員からもコメントあった箇所

と同じですが、この社会の課題、立地の選定・実施体制の確立のところにおいて、これまで

になかった「民間企業主導による」という言葉が入っています。従来の資料ではこの文言は

入ってなかったと思いますが、少し具体化されたというか、前に踏み込んだなという印象を

持ちました。もし、関係者などと何か議論や進展があったのであれば教えていただきたいで

す。 

 それに絡んで、茨城県から高温ガス炉の実証炉を県内に誘致する要望があったというこ

とは、この事業への理解の表れということでありがたいことだと思います。今後の具体的な

立地の選定に当たって、議論の活性化にもつながる効果もあると思います。立地の選定に当

たっては、申し上げるまでもないと思いますが、プロセスはオープンで公正であるべきだと

思います。要望があった茨城県においてはもちろんのこと、そのほかの地域にも情報開示し

たりとか、各層と丁寧で最適なあるいは適切なコミュニケーションというのが必要になっ
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てくると思います。 

 こうしたプロセスが国民から原子力事業に対する信頼を積み上げていくということにな

ると思いますし、原子力はほかにもいろいろ課題を抱えておりますけど、そういった課題解

決の後押しにもなると思っております。一つ一つの機会を信頼構築のよい機会と捉えてい

ただいて、ぜひお願いしたいと思います。 

 それから、もう一つですが、次の 23ページの課題の３項目のところで、ＪＡＥＡ内外か

ら追加の人的リソースの確保が必要であると触れられております。これも必要な体制を整

えるべく既に検討されているのかもしれませんが、高速炉では高速炉サイクルプロジェク

ト推進室というのを設置して、開発事業は計画どおり順調に進んでいると事前に事務局の

ほうからも御回答、説明いただきましたので、そういった知見等を活かして、あるいは、さ

らに発展・拡大させながら高温ガス炉の実証炉においても体制を整えて進めていただきた

いと思います。 

 以上になります。ありがとうございます。 

○斉藤座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、そのほか、会場の委員も含め、小伊藤委員、お願いします。 

○小伊藤委員 

 座長、ありがとうございます。 

 これまでの技術開発の努力は、我が国の技術基盤の強化を図る上で非常に重要であった

と考えています。一方で、高速炉については、国費を投じながらも実証炉建設の時期が先延

ばしになってきました。そのため、国民の皆様の理解を得ることがやはり重要であり、安全

性や事業としての経済性だけでなく、エネルギー政策のほか、産業政策など、政策全体との

整合性を明確にすることが有意義ではないかと考えます。 

 高速炉や高温ガス炉の議論は単なる電力供給の話にとどめず、次世代社会のエネルギー

インフラをどう設計するのかという視点が必要だと思います。既存のインフラは確実に老

朽化が進みます。革新炉のリードタイムを考えますと、運転開始は最も早くても 10年以上

先になるのではないかと予想されるんですけれども、その頃には、次世代半導体など、戦略

物資の国内製造拠点化が実現している可能性もあるのではないかと思います。こうした将

来像を踏まえて、分散型エネルギーや地政学的リスクを考慮した議論のアップデートが必

要ではないかと思います。 
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 また、実証炉建設の時期やその判断を先送りにすることには、技術の成熟度を高めたり、

国際動向を見極めるなどのメリットもございますが、同時に人材や技術、それから、産業基

盤の維持が困難になるというデメリットもございます。このバランスをどう取るかが課題

ですが、国費を投じた成果を国民が享受できるように、政府の政策的支援を期待します。 

 最後に、革新炉をめぐる議論は国家戦略をどう達成するのかを問うものであると考えま

す。実証炉建設のための条件は、短期間で整備することが困難であろうと思います。実証炉

建設、そしてその先の展開を視野に入れて、これまで築いてきた技術基盤を生かした革新炉

が次世代社会の基盤として活用されるよう、事業環境の整備を含めて、議論する時期に来て

いるのではないかと思います。 

 私からは以上になります。 

○斉藤座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、一旦、オンラインの小西専門委員、お願いしたいと思います。 

○小西専門委員 

 失礼いたします。小西でございます。私からも申し上げたいことが何点かございます。 

 まず、高速炉、高温ガス炉共に我が国が多分世界でトップレベルの技術を開発してきた貴

重な財産であるので、これを何とか生かしていただきたいという強い願いがございます。た

だ、その中でもちょっと心配になるところが幾つかございます。４点ほど挙げさせていただ

きます。 

 １つは燃料サイクルの話です。やはり燃料サイクルに関する国内外の状況はどんどん変

わってきておりますので、先ほど特に高速炉のほうの増殖の話も出てまいりましたけれど

も、実際出てきたプルトニウム、あるいはＭＯＸをどうするんだという話まではちゃんと、

これは技術としてのお話はありましたけれども、最終的な物質サイクルとしての扱いはど

のように今後戦略を考えていくかということはちょっと不安が残るのかなとは思っており

ます。高速炉についても、高温ガス炉にしても共通ですけれども、そういう意味で、まず、

燃料サイクルのサステナビリティというのは、一旦使用した燃料のその先の行き方、それか

ら、一番最初の燃料の製造の話も含めて、国の中でちゃんとできるということを特に見てい

ただきたいと思っております。 

 もう一つ問題だと思っていますのはサプライチェーンです。燃料サイクルだけではなく

て炉を構成する様々な部品、炉だけではないです。プラントシステムとしてのサプライチェ
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ーンが日本の国としてちゃんと構成できるのかしらということについてもちょっと不安が

ございます。開発を始めてからかなり時間がたってしまったために、幾つかの技術が既に絶

えていたり、国外も含めてなかなか入手が困難になっているものもあるかと考えておりま

す。 

 具体的な例でいうと、これは高温ガス炉の例ですけれども、高温で使用する部品の幾つか、

今回、水素製造に話が特に集中されているわけですけれども、ＩＳ法で使います例えばシリ

コンカーバイドの部材であるとか、こういうものがちゃんと今後とも産業技術として継承

されていくのかというのはちょっと不安があると思っております。人的な資源、ワークフォ

ースについても同じでございまして、やはり高速炉、高温ガス炉とも必ずしも軽水炉システ

ムと共通とは限らない技術と運転のためのスキルというのがございますし、設計、製作につ

いても人的な資源も含めて継承がなされているかというところは不安があるかと考えてお

ります。 

 もう一つ、ちょっと考えなければいけないのかなと思いましたのが、やはり産業化という

視点でございます。実は私、今アメリカに来ておりまして、アメリカのエネルギー省の新し

い産業政策、エネルギー政策の中でどのように革新原子力を扱うかという議論に実際参加

しているんですけど、具体的にいうと、そこではアンダーセクレタリーのダリオ・ギル氏が

先頭になって、ジェネシスミッションという新しい政策を導入しています。何をやっている

かというと、要は、まず、エネルギー政策としての原子力、核融合＝フュージョンも含めて

ですけれども、いかに民間がリードして社会実装をしていくかという視点での政策でござ

います。 

 せっかくここで実証炉を造っても、これも複数の委員の方から御指摘ありましたけど、民

間が主体となって、事業として行っていく成立性が見通せなければ、まず、技術として国が

持っているといっても結局これが民間にちゃんと伝わっていかない。民間が投資をしたい

という形の産業として育ってくれなければ、実証炉を造ってもその先がつながらないとい

う問題があると思いますので、ここはやはりこの段階でもちゃんと民間資金が入って、事業

として成立するという見通しがちゃんと得られてこそ、初めてこの先のステップに進める

のかなと思っております。 

 ジェネシスミッションには実はもう一つの側面がございまして、具体的にアメリカでは

ＡＩ、それからクオンタム＝量子コンピューティングとセットで、新しいアメリカの産業と

してつくって育てていくというミッションの下につくられたエネルギー政策の中で、革新
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原子力のようなものも実は扱われているということでございます。幾つかシナジーもある

わけですけれども、こういうこれからの世界の産業の芽になるものを我が国としても育て

ていくという視点で革新原子力というものを見ていただいたときに、一体これからこの国

の、特に技術革新、イノベーションを中心とした新しい産業を起こすという視点で、果たし

て高温ガス炉なり高速炉というのが一つのコアとして育てていけるのか、そういう視点の

議論も必要なのではないかと思っています。 

 原子力というのが、ある意味、非常に成熟してはいるものの先の閉ざされた技術であって

はならないと私は考えております。新しい産業としてこの国が育てていくためには、やはり

その周りの産業構造としてどのような産業と組んでやっていくか。具体的にいうと、特に電

力需要に関していうと、ここから先、情報産業との結びつきが必須であると考えている世の

中でございますので、そういうところも見ていただければと思っております。 

 小西からは以上でございます。 

○斉藤座長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、小野委員、お願いします。 

○小野委員 

 経団連の小野です。 

 まず、高速炉について、詳細な御説明に感謝いたします。具体的な開発スケジュール、開

発課題等が非常によく分かりました。高速炉は我が国の核燃料サイクルの確立に不可欠で

あり、本日御紹介のあった技術ロードマップに沿って確実に進めていただきたいと思いま

す。高速炉本体はもとより、燃料サイクルの確立も極めて重要なテーマであると認識いたし

ました。 

 「常陽」の稼働については、我が国が大部分を輸入に頼る医療用ＲＩ供給の観点からも活

用が期待されていると考えます。この点、一般社会の理解促進にもつながるのではないかと

思いました。実証段階から産業並びに医療利用も視野に入れて、規制や制度面、運用面を含

めた包括的な検討を期待したいと思います。 

 続いて、高温ガス炉について、詳細な御説明に感謝いたします。開発が確実に進んでいる

ことを非常に心強く思いました。高温ガス炉については、発電以外の分野である熱供給や水

素製造など幅広い用途への活用が期待されています。私自身、鉄鋼業をバックグラウンドと

しておりますが、鉄鋼業の視点から見ても、もし今後、国内で水素還元製鉄を実現しようと
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した場合、高温ガス炉は非常に有望な水素供給元と考えられ、その実装には大変期待してい

るところです。 

 先ほどコストの話が出ましたが、そこで述べられていたコストは、たしか検討当時の為替

レートや現在の還元剤である原料炭の国際市況等からはじかれたものであり、当然、為替レ

ートは相当変わっておりますし、原料炭の市況も相当変わっていることに加え、カーボンプ

ライスは乗っておりませんので、当然ながら、言及されたコストとは異なったパリティプラ

イスが出てくると考えております。 

 一方、2050年のカーボンニュートラル実現からバックキャストで考えると、恐らく 2040

年くらいまでには実証炉による大量かつ安定した水素製造の開始が必要となりますため、

今から速やかに実証炉の立地や事業体制を決定する必要があると思っています。 

 加えて、熱や水素の供給源としての可能性を踏まえると、それらを消費する需要地との近

接性が重要となり、高温ガス炉固有の安全性を反映した安全基準、規制の設計が必要である

と考えます。将来の実用化に向けてはバックエンドプロセスの確立とともに、より実装時に

想定される課題に関係する研究開発を進めることも重要であると考えます。 

 最後に、共通する課題として、他の委員もおっしゃいましたが、高速炉、高温ガス炉に共

通する課題が、国内の原子力人材の不足や、サプライチェーンの問題かと思います。実用化

を進める上で、技術開発と並行して人材基盤の維持強化及び企業横断的な体制構築が必要

だと思います。既存原子力の活用はもとより革新炉開発についても、次代につなぐ国策とし

て、しっかり進めていただきたいと思います。 

○斉藤座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、続いて、浅沼委員、お願いします。 

○浅沼委員 

 いろいろ御説明ありがとうございました。海外を含めて非常に規制のスピードが速いな

というのは印象としてありました。松久保委員からの御説明でその辺の裏事情みたいなも

のが分かって少し納得したところもありますが、日本国内としても、いざ、もう少し設計が

進んでいく段階で規制が間に合わないとか、共通理解が伴っていないというのは非常に問

題かなと思うので、現在、対話を進められているということなので、より着実に計画が進め

られるように進めていただきたいなと思っています。 

 もう一つ、私、実施主体の件で、ガス炉のほうで茨城県が要望書を提出されたということ
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で、すごく前向きな捉え方をされているということですばらしいなと思ったんですが、実は

今年に入って、ある県で核燃料サイクルの話をしてほしいと言われて核燃料サイクルの話

を一般の方にしたんですけれども、そのときに実は高速炉の実証炉建設に向けて大分話が

進んでいるんですということを言ったら、原子力発電ですとか、燃料サイクルに大変強い関

心を持っておられる方ですら、その事実を御存じなかったです。実施主体はどうするかとか、

立地地域をどうするかという話が出てきたときに、そういう高速炉の開発が行われている

ということが地元の方が御存じなければ突然降って湧いた話になってしまって、なかなか

理解が得られないのではないかというのがちょっと懸念されています。 

 なので、新聞等の紙面でも核融合に関しては非常にたくさんの情報が載っているんです

けれども、高速炉、ガス炉、実証炉開発に関してはあまり目に触れる機会がないので、来年、

2026 年度に燃料選択されるということですので、そういった何か大きな動きがあるタイミ

ングで、ぜひいろいろな方に広く知っていただけるような取組をしていただけたらいいの

かなと思っております。 

 私からは以上です。 

○斉藤座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、一旦オンラインに行きたいと思います。大島専門委員、お願いします。 

○大島専門委員 

 大島ですけれども、ありがとうございます。 

 今回ロードマップの具体化に向けました情報提供をいろいろありがとうございました。

現在のロードマップは皆さん御存じのように技術開発の視点から作成されたものですけれ

ども、やはり国内外の情勢・動向を勘案しまして、より現実感を持って具体化していくこと

が非常に大事だと思っております。その際には当初ＣＯ２削減への貢献度が非常に大きかっ

たんですけれども、複数の委員の方のコメントにもありましたけれども、やはり経済／エネ

ルギー安全保障とか、実用化に向けて民間事業者が実施主体に手を挙げられるような事業

環境整備であるとか、さらには人材確保・育成といった観点でもよくよく整理して取り組ん

でいくことが大事だと思います。 

 本日は高速炉、高温ガス炉の報告にありましたように、ＧＸ予算を活用して、それぞれの

技術開発は着実に進められていると認識しておりますけれども、これは私、以前も申し上げ

ましたけれども、高速炉、それから、高温ガス炉の場合は燃料も含めて長期にわたってもの



 -40- 

づくりの機会がちょっとなかったというところもありまして、残念ながらメーカーの撤退

とかサプライチェーンの一部が厳しい状態にあることは事実でございます。 

 また、人材につきましても、例えば大学における教育課程が消滅しているところも少なく

なくて、我々としても人材確保、育成、さらにはサプライチェーンの回復、維持、こういっ

たものについては少しでも早く手を打たなければならない課題だという認識でございます。

この辺は深掘りすると革新炉ワーキンググループの範疇を超えてくるのかもしれませんけ

れども、こういった点につきましても、皆さんのお知恵を拝借しながら、国際協力の活用も

視野に入れて、何らかの議論、提案が今後なされていくとよいと思います。 

 それから、ロードマップの具体化、精緻化には、やはり規制の予見性の確保、それから立

地がポイントになると思います。 

高速炉も高温ガス炉も実用化に向けて、その特性を最大限に引き出すには、それぞれ安全

上の特徴を勘案した適切な規制基準が必要でございます。現在、私どもＪＡＥＡでは実験炉

であります高速実験炉「常陽」とか、それから先ほど紹介ありましたＨＴＴＲ、これに関す

る複数の審査に実際対応してございますけれども、やはりその辺りがないために、軽水炉を

ベースに議論が進んでおりちょっと苦労するところが正直ございます。 

 本日の報告では規制基準の整備に向けた活動も報告されていますけれども、ＩＡＥＡと

か、それから、米国等の国際動向をしっかりフォローしつつ、各炉型の特性、アドバンテー

ジを取り込んだ適切な規制基準を可能な限り早期に策定して、予見性を確保していくとい

うことがロードマップの具体化において非常に重要であると考えます。 

 高速炉ロードマップにつきましては、単に実証炉の運開とか、それに必要な燃料製造、再

処理技術の開発、施設整備ということだけではなくて、例えば燃料再処理とかプルトニウム

バランスといったものを勘案した軽水炉サイクルとの共存という、より広い視点から導入

の在り方とか、タイムラインをどうするかとかいったものを現実的に検討していくことが

非常に大事かと思います。 

 私のほうからは以上になります。 

○斉藤座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、会場の高木直行委員、お願いします。 

○高木（直）委員 

 では、私からは社会実装の課題という観点から３点述べさせていただきたいと思います。 
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 １つは「資源とバックエンド」という観点です。現在、中国他複数国が原子力発電を増や

しているところで、ウラン消費は増えています。カーボンニュートラルの目標を日本は掲げ

ておりますが、それは達成すればそれで終わりでなく、その先も持続しなければいけない。

当然そういうものであります。そういった意味で、これからウラン消費が増え続けることが

予想され、やはり資源の問題というのを考えておかなくてはいけない。最近資源論への視点

が少し弱まっているのではないかと思われます。炉型戦略というのはそもそもそういった

観点で考えていかなくてはいけないし、バックエンドに関しましても整合性のある、世の中

に納得いただける処分方法というのを考えていかなくてはいけない。 

 このバックエンドに関して。完全なリサイクルを目指す高速炉サイクルと、一方のガス炉

というのは、まだサイクル方針がはっきり論じられていません。それはワンススルーでいく

のか、またはリサイクルするのか、方針をもう少し明確にしていかないと、社会に提示した

ときに全く違う概念が２つ並ぶことになります。それらが同時並行で進められているとい

うことに違和感を感じられるのではないかと思います。 

 ２点目は、「実施主体の本気度」です。高速炉はこれまでは軽水炉に続いてサイクルを回

し高速炉に行くというのは、電力の考えでも、方針でもありました。ガス炉についてはまだ

実施主体も炉の役割も明確になっておりません。高速炉サイクルの電力側のスタンスにし

ても、これは 30年前とあまり状況が変わっていないかもしれませんがその本気度、いざ本

当に商業炉として導入するといったときに、そういう覚悟、体制があるのかということも社

会実装の大きな課題と思料します。 

 以上をまとめた３点目として、国として「一本筋の通った政策」が必要です。一方では最

終処分する廃棄物の量や発熱量を減らし、処分面積を減らすためにマイナーアクチノイド

を回収し燃やしますといっておきながら、一方はワンススルーのサイクルを考えているの

では筋の通った方策ではない。国民も納得できないと思いますので、一本筋の通った国の方

針を示していくということが必要だと思っております。 

 以上です。 

○斉藤座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、オンラインの大野専門委員、お願いします。 

○大野専門委員 

 ありがとうございます。私からは２点申し上げたいと思います。 
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 まず、技術、工程に関してです。高速炉プロジェクトの推進は今後の高速炉開発に伴う関

係産業全体の実力涵養に寄与するものといたしまして、大きな期待を寄せております。資料

2に概念設計の全体工程を御提示いただいておりますけれども、製作、建設までの全体工程

もお示しいただけますと、産業界といたしましても活気づくかと思いますので、ぜひお願い

したいと思います。 

 また、高温ガス炉につきましても、実用化に向けた技術開発の一層の進展を期待しており

ます。資料 3 にお示しいただいております高温ガス炉の開発スケジュールでは、2030 年か

ら製作、建設を開始するということになっておりますけれども、例えば環境影響評価の開始

時期ですとか、原子炉設置許可申請時期等の手続も含めたロードマップとして御提示いた

だけますと、関係者が共通認識を持って備えることが可能になるかと思います。 

 ２点目が人材面、教育面に関してです。こうした実証炉開発、建設は、我が国の原子力人

材基盤を再構築する重要な契機になると考えております。産業界では若手人材の確保に課

題を抱えていらっしゃる企業様も多く、将来の担い手育成は共通の関心事項でございます。

その意味で、具体的な実証プロジェクトが進むことは、若い世代に将来のキャリアを描ける

材料を提供できる点で大きな意義があると考えております。 

 技術の内容や開発の意義、事業の進捗などを次世代層に分かりやすくアピールしていく

ということも重要でありますし、そのようなアピールは国民の理解にもつながるものかと

思います。 

 また、実証炉の開発プロセスは、若手人材が実際の現場で学び、参加できる貴重な機会と

なります。現場に根差した学びの機会が広がるということは、長期的に原子力技術を支える

人材確保にも寄与するものと認識しております。 

 以上になります。ありがとうございました。 

○斉藤座長 

 ありがとうございました。 

 それでは最後になりますが、岡田専門委員、お願いします。 

○岡田専門委員 

 ありがとうございます。本日、高速炉の開発というところは原子燃料サイクル全体を見て

いく上でも国として長期的視点に立って、一貫性を持って取り組むべき非常に重要な課題

というところで認識しているのですけれども、今日の御説明で、実証炉の概念設計の各種課

題に対して研究開発がＪＡＥＡさんのほうで着実に進めていただいているということが分
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かり、本当感謝申し上げます。また、高温ガス炉のほうにつきましても、国内外で研究開発

が着実に進められているということが分かりましたので、こちらもありがとうございます。 

 2050 年のカーボンニュートラル実現に向けて、電力として新増設、建て替えを行う際に

ガス炉も選択肢の一つになり得るとは思いますが、熱、水素というところが結構メインにな

ってくるようなところもあると思いますので、熱、水素を必要とするユーザーのさらなる巻

き込みみたいなものも必要になってくるかなということを感じました。 

 また、本日の資料の中で、革新軽水炉側のほうで電気事業者が規制基準に関する意見交換

を進めているというところは御紹介いただいたと思うのですけれども、やはり高速炉、実証

炉においても規制の予見性といったものは重要な課題でして、研究開発を進める上で原子

力規制庁さんとの意見交換の結果をちゃんと概念設計にフィードバックしながら進めるこ

とが、設計の手戻りですとか、それに伴います工程遅延のリスクですとかいうところを減ら

す観点で望ましいかなと思います。 

 また、2028 年度の実証炉の基本設計、許認可手続への移行判断におきましても、規制の

予見性に目途が立っているということは非常に重要で、今後のスケジュールを考えていき

ますと、ちゃんと規制の対応も 2028年度までに完了していくというところが望ましいと思

いますので、既に始めていただいているところもありますけれども、例えば今のサイクルプ

ロジェクト推進室さんのほうが規制対応の代表となって、そういう予見性向上に向けて進

めることも一案かなと思います。これは実証炉本体に限った話ではなくて、燃料製造ですと

か再処理のほうについても同様に対応が必要かなと思うところです。 

 また、高温ガス炉のほうの御説明で、課題に人的リソースの話もあったかと思いますが、

高速炉のほうも同じく燃料サイクルの技術ですとか、「もんじゅ」での経験ですとかいうと

ころを持っていらっしゃるＪＡＥＡさんの人的リソースは非常に重要となると思っていま

して、そういう有識者をちゃんと実証炉のプロジェクトに集めて推進していくといったこ

とも大事かなと思っています。それに向けて事業者としても、先ほど本気度という話もござ

いましたけれども、ちゃんと推進室への、今、既に人的支援を行っているところではござい

ますが、高速炉の戦略ロードマップに基づいて、軽水炉の運用で培ってきた経験だとかノウ

ハウというところをしっかり生かし、引き続き事業者としても協力を進めたいと思ってお

ります。 

 最後に、既にこれから進めていく上での論点みたいなものはいろいろキーワードが出て

いるかと思いますが、振り返りますと、全体、規制の予見性を向上していくということです
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とか、国による事業環境整備をしっかりしていくだとか、サプライチェーン・人材を維持、

強化をしていくと、あと経済性なんかも踏まえて、原子力発電の見通し・将来像の整合、連

動みたいなところをどうきちんと細かく整備していくかということが、これから必要にな

ってくるかなということを思いました。 

 どうもありがとうございます。私からは以上です。 

○斉藤座長 

 ありがとうございました。 

 時間が来ているんですが、少しコメントに対して事務局及びＪＡＥＡから回答を手短に

お願いしたいと思います。まず、事務局の宮下室長、お願いします。 

○宮下原子力技術室長 

 様々な御意見いただきまして、ありがとうございました。次回１月の会も高速炉と高温ガ

ス炉の会議でありますので、その際にもしっかり返させていただきたいと思っております。 

 一個一個話すと長くなってしまうので、私からはこの辺にしておきます。 

○斉藤座長 

 それでは、続きまして、ＪＡＥＡの安藤室長からお願いします。 

○安藤高速炉サイクルプロジェクト推進室長 

 いろいろなコメント、どうもありがとうございました。幾つか御質問がありましたので、

そこはまた改めて次回お返したいと思います。 

 １点、高速炉の開発状況が一般の方に響いていないという御発言があったと思いますけ

ど、まさにそれは我々感じているところでございまして、どうしても今、技術開発に注力し

て、外側の皆さんに発信していくところが少し不足しているかなというのは反省している

ところですので、今日のコメントも踏まえてしっかり対応していきたいと思います。ありが

とうございました。 

○斉藤座長 

 それでは、続きまして、坂場室長、お願いします。 

○坂場高温ガス炉プロジェクト推進室長 

 具体的に細かい話は次回回答させていただくことにしまして、特に水素のコストに関し

ましては、やはり 2050年というのは今と全然価値観が違うだろうと。すなわち炭素税など

を考慮した場合、現行、日本の場合 300 円弱ですけれども、ヨーロッパの一部は既に１万

円、あるいは３万円とかになってきているわけです。私どもの評価の中で３万円台、ＩＥＡ
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とかＯＥＣＤの評価で３万円とか、あるいは個別の評価で 10万円という評価もあるわけで

す。 

 そういった今とは全然違う社会が来たときのコストとしてどうなるかを考えつつ、さら

にパリティコストとしてどうなのかといったようなことも、次回以降、議論させていただけ

ればと思っているところであります。 

 以上です。 

○斉藤座長 

 ありがとうございました。 

 本日少し時間がなくて、最後、議論が十分煮詰まらなかった部分ありますが、次回また継

続して議論させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 本日、ロードマップの改定につながる様々な意見が非常に出たかと思います。多くの部分

は重なる部分もございまして、特にこれから主体を選んでいく中で、国と民間の関与のバラ

ンスはどうなっていくのか、あるいは、上位のエネルギー政策、産業政策との関連の話が出

ておりましたし、そういったところがこれからロードマップに入ってくるというのは議論

の論点の一つになるのではないかと思います。 

 また、あわせて、やはりこちらも高速炉、ガス炉両方ともサイクルとの整合性だったり、

あるいは燃料サイクル自体の成立性、サステナビリティの話というのが出ていたと思いま

す。そういったところもこれから単純に技術の点だけではなくて、ロードマップに入ってい

くべきものなのかなと思いましたし、やはり共通して、これはいろいろなところで言われて

おりますが、全体としてのサプライチェーンですとか人材育成、これから様々な形で人材の

取り合いになってくると思いますので、その辺りのところでこれはどういうふうに考えて

いるのかというのは非常に大きな点としてあろうかと思いました。この辺りは次回また継

続してぜひ議論していきたいと思いますので、次回も活発な御議論をよろしくお願いしま

す。 

 それでは、一旦ここで事務局にお返ししたいと思います。 

 

３、閉会 

 

○宮下原子力技術室長 

 ありがとうございます。事務連絡でございます。 
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 先ほど申し上げたとおり、もう既に委員の皆様にはスケジュール調整させていただいて

おりますけれども、１月下旬でまた革新炉ワーキンググループを開きまして、今日の議論の

続きをさせていただければと思っております。正式にはまた御連絡させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

○斉藤座長 

 それでは、これをもちまして、第 10回の革新炉ワーキンググループを閉会といたします。

本日はありがとうございました。 

 

 


